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柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会 第１３１回定例会・会議録

日 時 平成２６年５月１４日（水） １８：３０～２１：３０

場 所 柏崎原子力広報センター ２Ｆ研修室

出 席 委 員 浅賀、新野、石坂、加納、川口、桑原、佐藤、三宮、高桑、高橋（武）、

髙橋（優）、竹内、武本（和）、武本（昌）、千原、徳永、内藤、中原、

吉野

以上 １９名

欠 席 委 員 前田

以上 １名

（敬称略、五十音順）

その他出席者 原子力規制委員会 原子力規制庁

柏崎刈羽原子力規制事務所 内藤所長 山崎原子力防災専門官

北村原子力防災専門官

平田原子力保安検査官

資源エネルギー庁柏崎刈羽地域担当官事務所 橋場所長

新潟県 須貝原子力安全対策課長 田邊係長 今井主任

水沢医務薬事課長

柏崎市 内山危機管理監 関矢課長代理 村山主任

若月主任 樋口主査

刈羽村 太田総務課長 室星主幹 山﨑主任

東京電力（株） 横村所長 長野副所長 嶋田副所長

新井原子力安全センター所長

西田リスクコミュニケーター

室星防災安全部長

杉山地域共生総括 GM

中林地域共生総括 G

山本地域共生総括 G

（本店）伊藤立地地域部長

傅田リスクコミュニケーター

ライター 吉川

柏崎原子力広報センター 須田業務執行理事 石黒主事

柴野職員 品田職員
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◎事務局

始まります前に新しい委員様に委嘱状の交付を行います。４月１５日付け刈羽村から

推薦のありました新委員の加納正幸様であります。どうぞ前にお進みください。柏崎市

危機管理監様から交付をお願いいたします。

◎加納委員

今日より参加させていただきます、加納正幸と申します。何分不慣れだと思いますの

でご迷惑かけるかと思いますけどもよろしくお願いいたします。

◎新野議長

こちらこそよろしくお願いいたします。

◎事務局

ご紹介がありましたが加納委員様の任期につきましては、会則に記載のとおり平成２

６年４月１５日から平成２７年４月３０日までであります。それではよろしくお願いい

たします。なお、前委員の渡辺直人様は一身上の都合により退任でありますのでよろし

くお願いいたします。

次に事務局から委員様にお願いいたします。座らせていただきます。

６月２１日土曜日でありますが、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の視察を予定

しております。後日事務局から案内と出欠席を送付させていただきますのでよろしくお

願いいたします。

それでは始まります前にお配りしました資料の確認をさせていただきたいと思います。

まず最初であります。３月の定例会で配布しました原子力規制庁、新潟県、柏崎市、

刈羽村、東京電力の原子力防災についての資料をお持ちいただくことになっております

がよろしいでしょうか。若干の予備等、事務局で用意しておりますので持参されていな

い方はお申し出お願いいたします。よろしいでしょうか。

なお、原子力規制庁の資料につきましては平成２６年４月９日付けの修正版を配布さ

せていただきました。よろしくお願いいたします。

それでは、配布資料の説明をさせていただきます。最初に委員さんにだけ配布してお

ります小さい紙で「質問・意見等をお寄せください」をお配りしてあります。同じく委

員様には４月定例会の会議録を配布させていただきました。

次に「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会第１３１回定例会次第」で

あります。次に地域の会事務局資料、「委員質問・意見等」であります。

次に柏崎刈羽原子力規制事務所資料１になります。「前回定例会以降の原子力規制庁の

動き」になります。次に資料２、同じく原子力規制庁の主な対応であります。次に資料

３「放射線モニタリング情報」。資料４、「委員ご質問への回答」であります。

次に資源エネルギー庁柏崎刈羽地域担当官事務所、「前回定例会以降の動き」になりま

す。

次に新潟県防災局原子力安全対策課、「前回定例会以降の行政の動き」になります。同

じく新潟県、「前回定例会委員ご質問への回答」であります。同じく防災局原子力安全対

策課、「原子力災害時における情報の流れ」であります。

次に柏崎市市民生活部防災原子力課、「柏崎市の情報伝達手段」であります。

次に、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所「第１３１回地域の会定例会資料」で
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あります。同じく「廃炉・汚染水対策の概要」であります。最後になりますが、東京電

力株式会社、「委員ご質問への回答」であります。よろしいでしょうか。

事務局から１点お願いさせていただきます。携帯電話はスイッチをお切りいただくか

マナーモードにしていただけますようお願いいたします。傍聴の方、プレスの方で録音

される場合はチャンネル４のグループ以外をお使いいただき自席でお願いいたします。

また、報道関係取材につきましても会の進行の妨げとならないようご配慮をお願いした

いと思います。委員の皆さまとオブザーバーの方は、マイクをお使いになる時はスイッ

チをオンとオフにしていただきますようお願いいたします。

それでは、第１３１回定例会を開催させていただきます。会長さんから進行をお願い

いたします。

◎新野議長

では、第１３１回の定例会を開かせていただきます。

今日は冒頭でありましたとおり、会の構成メンバーは変わりませんけれど委員の交代

がありまして、今日は本当に久しぶりで全員出席の予定です。浅賀さんは少し遅れられ

ると思うんですが、また一週ゴールデンウィークが入りましたので少し長く感じました

ので、尚、またいろいろな報告事項がたくさん重なっていると思いますので議事進行を

よろしくお願いいたします。座らせていただきます。

では、早速ですが時間がありませんので前回からの動きに移らせていただいて東京電

力さん、お願いいたします。

◎長野副所長（東京電力）

それでは、東京電力長野からご報告いたします。お手元の資料をご覧いただきたいと

思います。

まず不適合関係ですが、今回は皆さんにご報告すべき不適合の発生はございませんで

した。次に発電所に関わる情報です。一枚めくって２ページをご覧ください。

６、７号機の設備の点検のお知らせです。内容については他社の原子力発電所において

運転時に使用する原子炉に給水するポンプのタービンでひびが確認されたことから、同

様のことがないかどうか点検を実施するものです。具体的には次のページの上のほうに

系統図がございますのでご覧ください。左に原子炉がございまして、蒸気の流れの図と

なりますが、発電の役目を終えた蒸気は復水器で冷やされて水に戻り、再びポンプで原

子炉に給水されます。蒸気の流れの色が変わっているのは、水の温度のイメージでござ

いまして、蒸気が水に戻ったものは少しずつ温めて原子炉のほうに戻すようなかたちに

なっております。点検を行う箇所でございますが、赤字で〈点検対象〉とございますと

ころに赤点線で囲った部分のポンプとなります。下に写真がございますのでご覧いただ

きたいと思いますが、タービンの動翼の取り付け部について点検を行います。点検はま

ず６、７号機から始めまして順次全号機で実施してまいります。

次に１７ページをご覧いただきたいと思います。今年の夏の電力需給に関する経済産

業省への報告についてでございます。

経産大臣からの指示に基づき報告をしております。本報告では、原子力の再稼働、再

起動なしとした上で需給が厳しい西日本への電力融通を盛り込んだ場合の需給バランス

を記載しております。
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なお、今年の夏の電力需給の見通しについては、現在国において全国大の需給対策に

ついて検討中であります。その結果を踏まえて、改めてお知らせをいたします。来月の

定例会でご報告できると思いますのでよろしくお願いをいたします。

次に資料の中にはないんですが、先般の運営委員会で、毎月定例会で地盤の追加調査

の状況について報告せよということですので、簡単に報告をいたします。

調査地点等については、前回、前々回に資料をお配りしておりますが各地点とも準備

が整った場所から、ボーリングや立坑工事を開始しております。６月にご視察をいただ

けるということですので、細かいスケジュールはこれからですがその時に一部ご視察を

いただけるのかなというふうに考えております。現時点で調査が終わった場所はござい

ませんが、今後も報告をさせていただきたいと思います。なお、調査にあたって当社の

不手際で一部地権者の方にご迷惑をおかけする事態がございまして新聞報道もございま

した。地権者の方にはお詫びとご説明をさせていただいて、ご理解をいただいたところ

でございます。今後同様のことがないように進めてまいります。

最後に福島第一の状況についてご報告いたします。

◎傅田リスクコミュニケーター（東京電力）

それでは、福島第一の状況につきまして東京電力の傅田から説明をさせていただきま

す。Ａ３横長の「廃炉・汚染水対策の概要」という紙をご覧ください。まず、表紙の紙

なんですが、今回新たに加わってございますが、これは廃炉作業の全体像をわかりやす

くお示しするものとしてつけておるものでございます。

１段目に、廃炉には大きく燃料取り出し、燃料デブリの取り出し、原子炉施設の解体

等、この３つのステップがありまして、それぞれどのような順番で作業を進めていくの

かを記載しているものでございます。またその中で、１号機から４号機はどのようなス

テイタスになるのか、を見える化しているものです。

また２段目には、汚染水対策の主な取組みを三原則の方針に従って記載したものでご

ざいます。これは、よりわかりやすい資料をという声をいただいていますことに対して、

私どもなりに工夫を進めているものの例でございます。

それではいつものとおり、至近の取組みの状況については一枚めくっていただいて、

中長期のロードマップの進捗の状況の概要版で説明をさせていただきます。

まず資料の一番上の部分の記載ですが、１号機から３号機とも至近で原子炉圧力容器

の底部の温度、格納容器の気相部の温度は、約１５度から３５度程度で推移してござい

ます。こちら安定してございます。４号機からの燃料取り出しにつきましては、こちら

には４月２３日時点の移送体数を書いてございますが、至近で今週の月曜日の時点の数

字を申しますと使用済燃料７９２体、未照射燃料２２体の移送が完了している状況でご

ざいます。全部で１５３３体の燃料ですので、燃料体数で申しますと半分以上の移送が

終わっている状況でございます。

次に、資料のその下のところの各トピックの状況でございますが、左上のところの地

下水バイパスの汲み上げ作業の開始についてございます。これは、４月９日より１２本

ある地下水バイパスの揚水の井戸の各ポンプを順次起動して地下水の汲み上げを開始し

てございます。汲み上げた地下水についてはタンクに貯留し、我々、また第三者機関に

よる水質分析をここでは行ってございますという書きぶりになっていますが、本日私ど
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も、第三者機関の分析の結果を公表してございまして、公表は本日ですので、詳しくは

また次回に説明させていただきますが、問題のない値であった旨を公表してございます。

次に、その右側に移っていただいて、３号機の燃料交換機の撤去作業についてです。

３号機につきましては、昨年１２月からプール内の瓦礫の撤去作業を実施してございま

す。鉄筋ですとか、屋根材、コンクリート片等の撤去がほぼ終了したことから燃料交換

機の撤去作業を４月１９日から開始してございます。その右側に凍土壁について書いて

ございますが、こちらも３月１４日から共用プールの西側で約１０ｍ四方の小規模の凍

土壁の凍結の試験を開始したとございますが、今般、温度、地下水の確認、実際に掘り

返しての確認で小規模の凍土壁が造成されているということが判断できましたというお

知らせでございます。

その下に書いてございますのが、廃炉・汚染水対策福島評議会の開催。これは４月１

４日に第２回の会合が開催されて、２月１７日のご意見等を踏まえつつ、現在進めてい

る取組み等についてご説明いたしました。この中で、タイムリーにわかりやすい情報提

供等を行なうための更なる改善に向けたご意見等をいただいてございます。今回、頭で

ご説明いたしました表紙ですとか、それからこの資料の７ページ目に添付の１というの

がございますが、こちらの海水モニタリングの状況がわかりにくいものをよりわかりや

すくという目的でこのように加工してお示ししているものでございますが、こういった

工夫も順次進めてまいる所存でございます。

そうしましたら元の資料に戻っていただきまして、評議会の右下のところは、もうす

でに報道等されてございますが、今般４月１日に福島第一廃炉推進カンパニーを設置い

たしました、というお知らせでございます。

その次が左にいってございまして、滞留水貯留タンクの増設計画についてでございま

す。これについては半期ごとに規制委員会殿に報告しているものですが、前回は昨年の

１０月に報告して以降、現地でのタンクの建設は進めているんですが、それに加えて工

場でタンクを製造して海上輸送する等の対策を新たに加えていくことによって、約８０

万立米までの増設を１年前倒しして今回２６年度内ということで新たに計画をした旨を

４月４日に規制委員会殿に報告いたしましたということでございます。

その次に、一番左下に移っていただいて、焼却工作建屋への滞留水の誤った移送につ

いてです。こちらについては、滞留水を貯留していない焼却工作建屋のほうに誤って滞

留水が移送されたものです。震災後、移送に使っていますプロセス主建屋等に加えて、

もしかしたら別の移送先が必要になるかもしれないと考えて、こちらの焼却工作建屋に

つきましてもラインを引いて仮設ポンプを置いて移送ができるというような工事はして

ございました。実際その後、この建屋には移送はしませんでしたので仮設ポンプ等は使

ってなかったんですが、今回誤移送があったということで原因を調査しました結果、こ

のポンプが別の操作をしようとした作業員によって過って起動されたものというふうに

推定されるということがわかってございます。こちらについては分電盤の施錠管理です

とか当面使用しないポンプの電源切り離し、こういった再発防止を行ってまいる所存で

ございます。

この資料については以上なんですが、最後に、それ以降の３ページ目以降の、３ペー

ジの右下のところに、多核種除去設備についての記載がございます。多核種除去設備に
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ついては、先月、３系統あるうちのＡ系Ｂ系については不具合で停止している旨のお話

しはしましたが、その後の調査で、Ａ系につきましては、前処理用のフィルタに微小の

傷があったことからフィルタを交換し、その後も炭酸ソーダの供給ラインの弁が閉まっ

ていた等のトラブルもありましたが、最終的には４月２３日に復旧、処理を再開してご

ざいます。Ｂ系については、まだ停止中であり当該の B 系の吸着塔から除染のために樹

脂を抜き取る作業中に作業済みの樹脂が、これは堰内なんですが漏れるといった事象も

ございました。こちらについては再発防止をとってまいりますが、ちなみに系統不具合

の原因につきましては調査の結果、前処理のためのフィルタの一部に欠損があったこと

がわかっておりまして、現在処理再開に向けた作業を実施中でございます。

私からは以上でございます。

◎新野議長

ありがとうございます。では規制庁さんお願いいたします。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

規制庁の内藤です。よろしくお願いします。

今回資料としては資料１、クリップで留めているものから、資料５、資料５はパワー

ポントですけど２種類あります。

まず、資料５については後ほどの説明になりますので、ここでの説明は省かせていた

だきます。

資料１ですが、前回以降の動きでございます。原子力委員会の定例会関係でございま

すが、４月１６日にはいわゆる炉安審と燃安審といわれているものがございますけれど

も、こちらの委員の任命をしております。その委員によって、次のページになりますけ

れども５月１２日に第１回会合が開かれて部会長が選任をされているという状況になり

ます。

４月１６日、２つめのところですけれども、基準に関する規則の解釈の記載の適正化

についてということでございますけれども、後ろについておりますけれども、簡単にい

うと BWR の場合ですと SGTR という形で、空気浄化系がついているんですけれども、

今直しましたけれども前の記載ですと格納容器内の放射性物質の低減という書き方をし

ておりました。そこの実際の機能につきましては、格納容器から漏れたもの、原子炉建

屋の中のところについてもきちんときれいにするという機能をもっていますので、そこ

の部分を明確化するというかたちで基準の記載を直したというものでございます。

４月２２日、これは委員会の定例会とは別でジャンシー（JANSI）といわれている一

般社団法人でございますけれども、事業者を中心に立ち上げた民間団体でございますけ

れども、そちらと意見交換を行っております。

４月２３日ですけれども、委員会にかけないで規制庁の長官とか、あるレベルのとこ

ろで専決というかたちで決裁をして物事を決めていいというものがあるんですけども、

それをどういうかたちで行ったのかというものについて公表しております。

次のページの５月２日でございますけれども、運転経験の反映のための取組みという

ことで、海外のトラブルとか国内のトラブルが起こったものについて、それについて技

術的にどうなのかということと水平展開なり、基準に反映する必要があるのかどうかと

いうことについて、これ前の体制ですとジェイネス（JNES）で検討して規制庁に報告
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をしていたというかたちになっていたんですけれども、JNES が統合されたというかた

ちもありまして、この部分について炉安審、燃安審を設置してそこでも検討するという

ことが決まっておりますので、ここの考え方を整理して進め方を決めたというものでご

ざいます。

あとは、ひとつ飛ばしまして、工事計画認可の審査及び使用前検査の進め方というこ

とで、柏崎というか BWR はまだ全然、基本設計の審査が進んでいないので、ここまで

たどり着いてはいないんですけれども、PWR については、ある程度整理ができてきて

いますので、今後の詳細設計といわれる工事計画認可とそれを認可したあとに実際の物

が設計通りにできているのかという使用前検査の考え、どういうかたちでやっていくの

かということについて、考え方の整理をしたものでございます。今までのところと大き

く変わっているのは、工事計画認可詳細設計といわれているものですけれども、ここは

耐震性とか強度計算とかいろいろやっているんですけれども、そこのところでみなさん

ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、以前入力をする数値を間違ったこ

とによって計算結果が違っていましたとかそういうことが事業者のところで多々発生し

ていたんですけれども、そのために保安院の時代には、クロスチェックというかたちで

規制庁側のコードを使って答え合わせみたいなかたちの計算をやっていたんですけど、

そういうものはやらないかたちにしますと、その代わりあとでそういうことが見つかっ

たものについては、使用停止命令も含めた厳しい措置をとるというかたちで対応すると

いう考え方の整理をしております。

５月１４日でございますけれども、本日かかったものでございます。ひとつ目が２５

年度、昨年度になりますけれども第４四半期の保安検査の実施状況についてというもの

と、２６年度の保安検査の実施方針についてというものでございます。資料としては、

資料１の別添７、後ろから３つ目になりますけれども、発電所、あとは加工施設、再処

理施設含めて保安検査の結果を本日、委員会に報告しております。柏崎に関していえば、

今回検査した中身、内容において特に問題になるというのはなくて、適切に実施されて

いるという評価をして了承を受けております。大きなところでいいますと別添７の最初

のところの１ページ目の下のところになりますけれども、もんじゅについて保安規定違

反をとって指導をかけているところでございますけれども、その改善状況というところ

ではまだまだ改善が十分でないところもあるということで、今後きちんとフォローして

いく必要があるというケース、報告になっております。

あとは軽水炉関係ですと、北海道電力の泊で一件、中部電力の浜岡で１件、監視とい

うかたちで今後の取組み状況を見ていく必要があるという報告がなされて了承されてい

るものでございます。

２６年度の保安検査の実施方針でございますが、資料１の別添８にございます。これ

は別添８のところについての今日報告している全体の各施設でどういう考え方でという

ところでございますが、柏崎のものにつきましては、その後ろの別添５、添付の５とい

うことで下のページでいうと１８ページというページがふってありますけれども、そこ

のところについているものでございます。今年度柏崎の原子力規制事務所といたしまし

て新規制基準を踏まえた検査、これはあくまでも新規制基準を通った後、についてこれ

についてきちんと見ていくというものですので、現状今の段階ではまだどういう段階で
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あるかということについては未定でございます。

２つ目がプラントの長期停止に伴う検査ということで、止まってずっと長い間経って

おりますけれども、止まっていてもきちんと設備を維持していっていただかなければな

らないかたちになりますので、その状況をきちんと確認していくということ。

３つ目が安全文化活動の実施状況の検査ということで、安全文化といわれているもの

がありますけれども、それがどういうかたちで取組みがなされているのかということ。

４番目が保安管理体制に基づく業務実施状況の検査ということで、柏崎、東京電力さ

んですけれども２５年度に組織改変が行われております。その関係でそれがきちんと実

施をするに足りる体制であって、きちんとできているのかということについて検査を行

なっていこうということを考えております。

５つ目が緊急時の措置の実施状況の検査ということで、柏崎においても緊急時安全対

策の対応とか定期的な訓練とかずっとやってきております。それがどういうかたちで行

われてきて、十分なのかどうかということを確認しようということでございます。

次が保安教育の実施状況ということでこちらについては、発電所の東京電力さんの社

員と当然協力企業さんがいらっしゃいますけれどもその方々に必要な教育がなされてい

て十分であるかということを確認するということ。

次が（７）放射線管理の実施状況ということで、こちらについても放射線の管理とい

うのは、当然協力企業の方も含めて理解していないと管理がきちんとできないというこ

とでありますので、そのへんについてきちんと確認をしていこうということで計画をし

ているものであります。これ以外のものについても当然やっていきますけれども、重点

項目としてはこういうかたちで見ていこうという計画をしているというものでございま

す。

あとは検討チーム等でございますけれども、２ページ目に戻って検討チーム等でござ

いますけれども、発電所の新規制基準の適合審査でございますが、このようなかたちで

進んでおりますが、柏崎に関しては審査会合というかたちでの審査は行われていないと

いう状況にあります。ヒアリング等については、こちらの３ページ目に書いてあるとお

り耐震関係の女川２回と BWR の４社５プラント出ておりますけど、それについての合

同というかたちで１度ヒアリングというかたちで行っているものでございます。

あとは、原子力規制委員会のホームページ関係でございますけれども、４月１７日に

２５年度に発生した原子力施設等の事故故障等のとりまとめということで法令に基づく

報告がどの程度あったのかという一覧、取りまとめを行っております。軽水炉関係です

とみな止まっている状況で特にトラブル等、法令に基づくトラブル等というのはなされ

ていない状況になって、法令に基づくトラブル等としては軽水炉関係ですと特定施設で

ある福島第一のものが出ているという状況にあります。

資料１は以上で、資料２でございますが福島第一関係でございます。こちらでは大き

なところとしては５月２日の定例会で溶接検査等についての考え方と整理を行っており

ます。こちらについては普通の発電所と違っていますので、制度的にも若干変わってい

て普通の発電所等で品質保証体制というかきちんとできるような体制になっているのか

ということだけを確認して、溶接の物の確認というのはあまりやらないかたちで運用は

今、されてきておりますけれども、特定施設の場合についてはその運用ができないかた
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ちになっていて実際の溶接検査、昔やっていたようなかたちで物をそれぞれ見ていくと

いうかたちの制度設計になっております。

ただ一方で、今みなさんご存知のように福島第一の中ではかなりの溶接作業を行って

おりますので、検査でその溶接作業を検査待ちで遅らせるということはリスクの低減を

遅らせるという話にもなりますので、そこの部分についてリスクの低減を勧めるという

ことと溶接の適切性を確保するという観点でどういうやり方がいいのかということを考

えてここに書いてありますように、溶接条件とか管理方法等の違いを勘案し、きちんと

評価したうえで全部というかたちではなくて、同じ条件でやるものについては抜き取り

的なかたちでやるとかそういったかたちで、効率的に安全を確保する方法というのを整

理をいたしましてこの方法でやろうということについて規制委員会で了解を受けている

ものでございます。

次の資料３でございますが、モニタリング情報。特に大きな変動というものは聞いて

おりませんけれども、最新のものについてこちらにどこに載っているかという場所を載

せさせていただいておりますのであとでご確認いただければというふうに考えておりま

す。

資料４でございますが、前回委員の質問というかたちで出ておりますが、コアキャッ

チャーの話が出ておりましたけれども、前回簡単には説明させていただきましたけれど

も基本的にはこれをつければいいということではなくて、それをどういうかたちで、も

のはこれでなければいけないということではない、決めてはいないんですけれども、達

成すべき目標を書いていると、その考え方については最新の技術が取り入れられるよう

なかたちで規制の基準としては整理をしていますという考え方でお答えさせていただい

ているものでございます。規制庁からは以上でございます。

◎新野議長

ありがとうございます。資源エネルギー庁さんお願いいたします。

◎橋場柏崎刈羽地域担当官事務所長（資源エネルギー庁）

資源エネルギー庁事務所の橋場でございます。

お手元のクリップで分厚く留めてあるやつ、１枚目と２枚目、最初の２部でご説明し

たいと思うんですけれども。まず前回定例会以降の主な動きということですけれど、一

つ目のエネルギー基本計画の策定につきましては、４月１１日に閣議決定をされました。

これは、本日このあとの議題でまた詳しくご説明したいと思います。

それから二つ目の放射性廃棄物の最終処分の関係でございますが、４月３０日に（１）

の放射性廃棄物ワーキンググループ、（２）の地層処分の技術ワーキンググループ、それ

ぞれ開催しておりまして、こちら両方とも中間取りまとめというものを昨年度末にまと

めてパブコメを実施して、それが終わりましてパブコメの意見を踏まえた最終取りまと

めということで開催しておりまして、（１）のワーキングでいえばここに書いてございま

すが、最終処分については将来世代が見直しができる可逆性や回収可能性を担保すると

か国が科学的に適した地域を提示して説明すると、処分の候補地を、そういったような

ことが記載されております。

それから、地層処分のワーキングのほうにつきましても国内には地層処分に適した地

域が広く存在するということなんですけれども、その中で火山ですとか活断層ですとか
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地殻変動の地域を除外するといったような報告になっております。これらにつきまして

は今後取りまとめ、近いうちに最終報告として公表される予定になっております。

３番目の福島事故廃炉及び汚染水処理対策でございますが、（１）の汚染水処理対策委

員会が４月２８日に開催されております。

裏にいきまして、トリチウム水のタスクフォース、これも前回以降２回開催されてお

ります。

それから、先ほど東電さんからご説明のありました（３）の福島評議会というのも４

月１４日に開催されております。

それから、その他でございますが電力需給検証の小委員会というのが２回開催されて

おりまして、前年度の冬季の電力需給の検証と今年の夏の需給見通しについての検証を

行なうということで、４月２５日の第６回の委員会では報告書案について議論しまして、

最終的に報告書がまとまりまして４月３０日付けで経産省のホームページで公開をして

おります。この中身はこの下に書いてありますけれども、２０１４年度、今年度の夏に

つきましても原発の停止ですとか、九州の火力のトラブルによりまして、特に西日本、

中部電力、関西電力、九州電力でかなり厳しくなるということで、東西の周波数変換装

置による電力融通によって、予備率３％を維持できる厳しい状況ということで、安定供

給の更なる取組みや節電要請を提言されております。

（２）これはメタンハイドレートの調査の話しなんですが、平成２６年度につきまし

ても日本海側、上越沖を中心に引き続き、現在広域調査を着手しているという発表をし

ております。

（３）はエネルギー需給実績、平成２４年度、前々年度ちょっと古いんですけどもエ

ネルギーの需給実績、確報というかたちで公表されております。

それからもうひとつ委員のご質問に対する回答ということで次の資料にございますけ

れども、答えにつきましては読んでいただければと思うんですけど、特に震災以降、福

島の事故以降、燃料費が高騰しているとか、化石燃料の使用が増えているというところ

に質問がございましたが、一番最後の横のグラフを見ていただきたいと思うんですが、

こちらが電力十社の燃料消費量の推移ということで２０００年からのグラフが石炭、重

油、原油、LNG が同じ縦軸にしておりますけども単位は違うんですが、これ見ていただ

くとわかるんですが、いずれも２０００年以降消費量については全ての燃料において震

災以降が一番ピークの消費を行っているというのが一目でわかるということで、前のぺ

ージの表にもございますように電力各社の燃料費の使用実績につきましても有価証券報

告書から拾ったものをみても２０１０年度と２０１２年度の比較では３．５兆円以上の

燃料費の増になっているという結果になっております。こちらからは以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。新潟県さんお願いいたします。

◎須貝原子力安全対策課長（新潟県）

ごめんください。県庁の原子力安全対策課の須貝です。私からここ１ヶ月の県の動き

についてご説明をさせていただきます前に、このたびの安定ヨウ素剤の未調達、それか

ら更新遅延によって地域の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを心か

らお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。今日はヨウ素剤を所管してお
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ります、医務薬事課長と一緒に来ておりますので、この後改めてお詫びをさせていただ

きたいと思います。

それでは、資料に添いましてここ１ヶ月の動きにつきまして説明をさせていただきま

す。

安全協定に基づく状況確認ですけれども、ここに記載の４箇所について現場の確認を

しております。

二つ目に安全管理に関する技術委員会ですが、４月１０日に中島座長が２５年度の議

論の状況ということで知事に報告をしております。

（２）の福島事故の検証課題別ディスカッションですが、６つの課題に分けてディス

カッション進めておりまして、４月に入りましてから４つの課題を３回、事故対応マネ

ジメントとメルトダウン等の情報発信の在り方を一緒にやっておりますので３回開催し

ております。この議論の概要につきましては、事務局で取りまとめて公開しております

ので詳細についてはホームページでご確認いただければと思います。

４番の東京電力からの福島原発事故に伴う損害賠償なんですけれども、県が東電に請

求している損害賠償額について一部支払いを受けました。４月２５日に受領していて、

これは１５７５万４１８２円ということで、平成２２年２３年度の発生経費請求額の一

部となっております。

ページをめくっていただきまして、ここに報道資料をずっと綴っておりますけれども、

これは主にヨウ素剤の内容ということでこの後また説明させていただきます。

「前回定例会委員ご質問への回答」ということで２枚の資料を用意しております。県

内に配備されているモニタリングポストの状況ということで５３箇所のモニタリングポ

スト、停電への対応というのを一覧表にさせていただいております。ご確認をお願いい

たします。それではヨウ素剤について少しお時間をいただきまして説明をさせていただ

きます。

◎水沢医務薬事課長（新潟県）

お疲れさまでございます。新潟県福祉保健部医務薬事課水沢と申します。

このたびは不適正な事務処理によりまして、安定ヨウ素剤の更新の遅れ、未調達とい

うことがあったことにつきまして住民の皆さま、関係者の皆さまに多大なご心配とご迷

惑をおかけしたことを心から深くお詫び申し上げます。

原子力災害対応に重要な資材でございます、安定ヨウ素剤が適切に備蓄されていなか

ったということはあってはならないことでございまして、住民の皆さまの信頼を大きく

損なうものというふうに深く反省をしているところでございます。今回の不適切な事務

処理の事実関係について若干申し上げさせていただきたいと思います。資料の１８ペー

ジを見ながらお聞きいただければと思います。少し順序が逆になりますけれども、まず

原子力発電所１０km 圏内配備分の安定ヨウ素剤、柏崎市役所等に配備しておるところ

でございますけれども、１６万８０００錠の内、平成２６年３月末までに期限切れとな

る１４万錠、この更新につきまして準備を進められておりました柏崎市から平成２５年

度内より、再三の催促をいただいていたところでありますけれども、それにもかかわら

ず当課職員担当者が事務処理を怠りまして更新が遅延したという状況になりました。ま

た、この対応等検討する中で、平成２４年度中に購入したことになっておりました３０
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ｋｍ圏内配備分の安定ヨウ素剤１３０万錠余でございますけれども、これにつきまして

事務処理が完遂されておらず、これが購入されてなかったという事実が判明いたしまし

た。

医務薬事課ではこれらの事務処理の履行確認、あるいは更新管理というものを怠り結

果として１年以上の長期に渡りまして安定ヨウ素剤未配備、あるいは更新の遅れという

ふうな事態を招いたところでございます。本来配備すべきであった安定ヨウ素剤の調達

につきましては、その後最優先で取組みを進めまして４月２５日には更新が遅延してい

た１４万錠、この更新を終えました。また、１３０万錠余の未配備の部分につきまして

も現在調達に努めておりまして入手できるものから逐次配備をしているという状況でご

ざいます。本事案につきましては、副知事をトップといたします調査体制を県庁で整え

まして、事案の事実関係、原因等につきまして調査を進めているところでございます。

お手元の資料１７ページ、１８ページ、１９ページのものにつきましては、５月８日

段階で中間報告というかたちでこの段階での概要をまとめて公表しているというところ

でございます。まだ、追加調査というものが必要という判断の中で現在も調査をすすめ

ているというところでございます。この中で原因の究明、それからそれに対する具体的

な再発防止策というものの策定に今努めているというところで、もう少し時間をいただ

きまして詳細なものをつくっていくというふうなことで今対応しているところでござい

ます。今回の事案を重く受け止めまして再発防止に努めますとともに住民の皆さまの信

頼回復に向け、これからも全力で尽くして参りたいというふうに考えております。誠に

申し訳ございませんでした。

◎新野議長

柏崎市さんお願いします。

◎関矢課長代理（柏崎市）

柏崎市の防災・原子力課の関矢です。よろしくお願いいたします。

ペーパーのほうございませんが、先ほど新潟県さんからありました月例の状況確認、

４月分、５月分実施しております。

それと４月２２日、２３日、県内３０市町村の研究会主催で避難計画等について県外

視察に参加しております。４月２３日には、市長が規制委員会、規制庁を訪問しており

ます。さらに、５月９日には市長が発電所の安全対策実施状況を視察しております。以

上です。

◎新野議長

ありがとうございます。刈羽村さんお願いします。

◎山﨑主任（刈羽村）

刈羽村総務課の山﨑です。よろしくお願いします。

刈羽村の前回定例会以降の動きにつきましては、安全協定に基づく状況確認等、新潟

県、並びに柏崎市と同様でございます。刈羽村からは以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。前回からの動きというのを前月からの１ヶ月の間にいろいろ、

それぞれのオブザーバーのところで何か変わったことがあったり、報告事項があったり

したことを今ご報告をいただいて、定例会の冒頭ではいつもそれを繰り返しております。
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ずっと流れとして情報が共有できるような構図になっています。ここでご質問とかご意

見とかあればお受けします。はい、武本委員お願いします。

◎武本（和）委員

武本ですが、東京電力でもしわかったら教えてもらいたいということがあります。長

野さんの話の中で周辺のボーリング調査で、終わったのはないけれど進んでいるという

話しがありましたが、実は調査地点にこの場所は何月何日から何月何日まで調査します

という看板がでています。ある場所では当初４月１０日から４月３０日、２０日間でと

いうふうになっていました。それが最近４月１０日から来年の３月２０日になっていま

す。２０日間が１０ヶ月になっているんですね。それは何か理由があるということは想

像できますけれども、実はそういうのがどうしてなのかということを説明するというの

が大事なんじゃないでしょうか。なぜならば、前の調査というと語弊がありますが、２

４年の８月から安田層の調査をやった。それが去年の４月１８日までに８ヶ月かかって

いるんですね。今いう来年の３月２０日で終わったとしてもそれよりも長い期間になり

ますし、調査箇所も膨大です。これ、柏崎以外のところの断層の議論を聞いているとか

なり深刻なんじゃないかというふうに私はみています。そういう観点から、どうしてこ

んな大幅な変更になるのかということが極めて重要なことで、形式的な報告では済まさ

れない問題だと思うんで聞いているんです。全部確認しているわけじゃありませんけれ

ども、何箇所かが当初の作業期間というんですか、工事期間というんですか、看板にで

ているのが、最近変わっているということを確認していますので、なぜこんなことが起

きるのかというのがもしここでわかったらということと、わからなかったら次回きちっ

と報告してもらいたいとこういうのが質問というかお願いです。以上。

◎新野議長

はい、おねがいします。

◎嶋田副所長（東京電力）

東京電力、嶋田でございます。今ほど武本委員からご指摘ございました、現在追加調

査実施しておりますけども、この追加調査につきましては、私どもスケジュールありき

では決してなくて今後調査を行っていく状況も踏まえまして必要に応じて調査を追加す

るといったようなことを含めて、十分なデータが得られるように柔軟に対応していく所

存でございます。また現地に書かれていた工程が異なっているということについては来

年の３月云々につきまして、今、私手元に確認する術を持ってございませんので、次回

どうしてこうなったのかにつきまして確認の上にまたご返答させていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。

◎武本（和）委員

それでね、こういう工事は敷地内以外は基本的に民有地でやっているわけですね。個

人の土地で。そうすると個人の土地で調査をするには、ここからここまでの期間に、面

積何平米で借りますというような契約があって当然なんだろうと思うんです。そういう

ことの変更もどうなっているのかということも含めて。何かやり方が社会一般の手法と

違うようですので、そのへんも含めて次回答えてもらいたいと思います。以上です。

◎新野議長

では、よろしくお願いします。はい。
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◎髙桑委員

髙桑です。原子力規制事務所の方に、それから県に。時間のないところ申し訳ありま

せんが２つ質問をお願いしたいと思います。

まず規制庁ですけれども、コア・キャッチャーの質問をしたのは私です。ここで、実

現する技術は指定しないほうが一般的です、というふうなことをおっしゃっていらっし

ゃいます。それは格納容器破損防止対策のときにもそういうふうなことをおっしゃって。

対策例として、フィルタベントを示されたわけですけれども、コア・キャッチャーとい

うのも実は、コア・キャッチャーの他に格納容器除去設備というのもセットでつけられ

れば一番いいと私は思っておりますけれども、そういう対策例として、具体的に外国で、

中国でも使われているといいますし、ヨーロッパで使われている確実に事故を小さくで

きるんではないかということが確実視されるそういう装置、設備が具体的にあるにも関

わらず、対策例としても示していないのはどうなのかなと。お答えも非常にわかりにく

い文章で、要望ですけれど具体的に世界でもひとつの、被害を小さくするという意味で

使われているコア・キャッチャーとキャッチした後、循環して冷やしていくこの設備は

ぜひ具体的な例というぐらいにして、義務付けるくらいにしてやっていただければと思

います。具体的な対策の有効性は審査の中で確認してまいりますというふうにおっしゃ

っていますけれどもちょっとつかめない、本当にどうなんだというふうにつかめない気

がしますので、こんなたったこのへんのところの素人の要望ですけれども具体的に良い

方法があるということが世界でわかっているわけですから、ぜひ具体的なものとして、

例として示していただければいいなというふうに考えております。これは要望です。

それから県にちょっとお伺いしたいんですけれども。特に今日は医務薬事課の方がい

らしているということは非常に良かったなあと思っているんですけども。安定ヨウ素剤

ですね。これ配布はもちろん今のようなことがないようにしていただきたいんですけど

も、安定ヨウ素剤は配布だけではダメなわけで、服用が可能になるようにしていただか

なければいけないと。今の段階では服用が可能になるような流れが全然できていない、

示されていないと思うんです。例えば PAZ では今日配られた中にも入っておりますけれ

ども、規制庁から配られた中にも入っておりますけれども、PAZ では原則、医師による

住民説明会を開催し住民への事前配布をするんだというふうになっています。ところが

住民説明会の予定も全然見えませんし、それゆえに私たちに配布されることも全然ない

わけで、その辺の見通しですね。一応配布されていても服用できなければなんにもなら

ないわけですので、服用が可能になる見通しについてどのような計画を今おもちなのか

お聞きしたい。これは質問です。よろしくお願いします。

◎新野議長

規制庁さんお願いします。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

規制庁の内藤です。要望ということですけどわかるところはお答えさせていただきた

いと思います。ヨーロッパとか中国とかで実際に今作っている代用世代といわれている

新型炉、新増設の炉については、コア・キャッチャーと、PWR のタイプですけれども、

コア・キャッチャーがついているかたちになっていますし、格納容器も二重構造という

かたちでかなり強固なものになっております。ただ一方で、既存の発電設備というか発
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電所についてはコア・キャッチャーがついているものはヨーロッパも含めて、ないとい

うのが現状です。というのは、既存のものにコア・キャッチャーの設計ですけども新た

な設備というかたちになりますので、根本的に全部設計を見直したうえでつくっている

ものになっております。ですのでなかなか難しいという現実があるということは認識を

しています。一方で、ただそれと同じような機能、コア・キャッチャーといわれている

ものと同じ設計である必要はないんですけれども、当然同じような機能をもったものを

つけてくださいという主旨で新規制基準のところは要求しているというものでございま

す。

◎髙桑委員

すいません。そうすると具体的にいろいろな発電所からでてきている資料の中には、

それにあたるようなものが具体的には示されているのでしょうか。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

審査が進んでいる川内とかの例で申しますと、川内とかいわゆるコア・キャッチャー

というものはついていません。一方で、格納容器の中に水を張るということと原子炉の

中に水を入れるということについてこういう運用をやることによって両方の冷却ができ

るということの運用の説明と、設備としてきちんと冷却が、コア・キャッチャーという

か格納容器の共通したものとしての冷却もできるということについてきちんと説明して

いただいて、その妥当性について審査を行っていくというものです。

◎髙桑委員

では柏崎刈羽の原発のところについても、コア・キャッチャーと熱除去設備にあたる

ような汚染水の問題が繰り返されることがないようにということも含めて、それにあた

るような設備を東京電力がつけてくださるように、これは東京電力に対しても強く要望

したいと思いますし、規制委員会のほうでそこのところをきちんと本当に可能になるの

かどうかというそういうところをきちんと審査していただくように重ねてお願いしたい

と思います。ありがとうございました。

◎新野議長

県へのお訊ねはこのあとから防災がありますので、そこでまた他の委員さんもご意見

があれば、一括でお答えいただいたほうが時間の効率がいいのではないかと思いますの

でよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。（１）はこれで閉じさせてい

ただいてよろしいでしょうか。不足があれば時間がありましたら後半のほうでお願いい

たします。今日はたぶんタイトになりますが（２）のタイミングを逃さずきちんと報告

をいただこうということで、ここに盛り込みました、エネルギー基本計画です。

これ以前にも概略、案のときにご報告いただいていますが、今は決定していますので

もう一度、私どもは素人なので何回聞いても有効だということで運営委員会でお願いを

いたしました。よろしくお願いいたします。

◎橋場柏崎刈羽地域担当官事務所長（資源エネルギー庁）

資源エネルギー庁事務所、橋場ですけれども、お手元の資源エネルギー庁資料１とい

うのが基本計画の概要版になっておりまして、資料２が本文でございますので、資料１

の概要版でご説明したいと思います。

この資料ですがページによって青い帯でタイトルが書いてある部分が本分の概要を書
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いたものでございまして、それ以外は関係資料というかたちになっております。

そもそもこのエネルギー基本計画といいますのは、エネルギー政策基本法という２０

０２年にできた法律でございまして、それ以降国のエネルギーの基本的な計画を定めよ

うということで今回第４次の計画になっております。前回が２０１０年６月ということ

で震災前のものだったということで、震災後のエネルギーの基本計画というかたちにな

ります。

まず１ページ目に書いてございます、「始めに」というところでございますが、ここに

書いてあるとおりなんですけれども、この計画の位置付けとしましては２つめのポツに

ございますように、今後だいたい２０年程度の需給構造を視野に入れて２０２０年くら

いまでを集中改革期間という位置付けで制策の方向を明示するという位置付けになって

おります。それで、もうひとつは、福島の事故についてしっかりと向き合って福島の復

興再生を全力で成し遂げるというのが大前提ということをうたっております。

それから次の１ポツ、わが国のエネルギー需給構造が抱える課題ということで書いて

ございますが、（１）の構造的課題というところでございますが、わが国が抱えるエネル

ギー上の課題ということで、一番大きな問題としましては海外からの資源に大きく依存

しているということで、自給率が極めて低いというのが次のページのグラフがたくさん

ついて小さくて大変恐縮なんですが、一番上の２ページ目の上の棒グラフです。各国の

エネルギー自給率が書いてございますが、日本が一番右側にありますように、原子力を

純国産エネルギーという位置付けにされておりますので原子力を入れても２０１２年で

６％ということで原子力が動いている頃は１９％くらいあったんですけれども、世界の

中でも極めて資源に乏しい国で海外に依存せざるを得ないということでございます。

それからもうひとつは中東に依存度が高いということでございまして、政情不安定な

中東にエネルギーを依存しているということで、先ほどの棒グラフの下の円グラフにご

ざいますように、一番左の原油を見ていただきますと中東依存度が８３％。天然ガスは

さほど高くはないんですけども、石炭はほとんど中東から入っていませんが原油につい

ては非常に中東依存度が高いという問題。それから今後人口減少とか技術革新によるエ

ネルギーの需給構造の変化といった対応というものがございます。

それから、もうひとつは中国、インド等の新興国の需要拡大による資源価格の不安定

化ともうひとつは温室効果ガスの排出量増大ということでございまして、こちらも３ペ

ージ目のグラフにございまして、小さいですけれども今後の世界のエネルギー需要実績

及び見通しという棒グラフがございます。２０３５年にいたっては、中国が１．５倍、

インドが２．１倍くらいで需要が増えていくと。その下の化石燃料価格、原油とガスと

石炭と書いてございますけど、リーマンショック２００８年以降徐々に上がってきてい

るという現状になっております。

それから１ページ目の（２）にあります、福島の事故の前後から顕在化してきた課題

ということで一つ目は原発の安全性に対する懸念ですとか行政、事業者に対する信頼の

低下ということが挙げられると思います。

それから２つ目は化石燃料依存の増大による国富の流失、これは先ほどのご質問の答

えにもあったんですけど。それから中東依存度の増大ですとか、電気料金の上昇、温室

効果ガス排出量の急増ということでこちらも４ページ目のグラフにございますが、これ
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は電源別の発電電力量の割合が示されたものですけれども、震災前までは赤い折れ線グ

ラフであります火力発電につきましては６０％くらい、２０１０年で６０％くらいだっ

たんですが、震災以降、原発が止まっている分、化石燃料に頼っているということで９

０％近くまで上がっているという状況でございます。

それから、その下の貿易収支、経常収支の推移ということで、震災以降燃料輸入が増

ええいるということで貿易収支は２０１１年から赤字に転落しておりまして、経常収支

につきましてもそれに伴って下がってきているということで、おとといの財務省の貿易

統計では２０１３年度の統計が出ていますけれども、経常収支が今８０００億円の黒字

まで下がってきております。右側の枠に書いてございますように１年間で３．６兆円の

燃料費が増加、費用負担になっているということで、一日あたりに計算すると約１００

億円の負担増ということでございます。それに伴いまして下のグラフに電気料金の、東

京電力さんの例で書いてございますけれど、電気料金が上昇しておりまして、平均的に

は約２０％くらい、これまで震災以降電気料金が上がっているという状況でございます。

次のページ、６ページ目でございます。すいません、ちょっと座らせていただきます。

これはエネルギーの政策の基本的視点ということで、エネルギー政策の原則ということ

で一般的にいわれております、「３Ｅ＋Ｓ」という原則がございまして、エネルギーの政

策に必要なものということでまず安定供給、わが国は先ほど言いましたように海外から

大きくエネルギーを依存しているということで安定供給、安全保障が第一だということ。

それからあとは、より安いエネルギーということでコスト低減、効率性というもの。そ

れから環境負荷低減ということで温暖化ガスですとか大気汚染、水質汚染の少ない環境

負荷の低いエネルギー、それから更に今回安全性ということで特に原子力を含めた安全

性というものが大原則になってくるということで、この「３Ｅ＋Ｓ」というものがエネ

ルギー政策を進める上で重要なものになっているということでございます。プラス右に

書いてありますような国民生活、経済産業を守るためのエネルギー政策ということで、

国際的視点ですとか経済成長といったものを考慮しなくてはいけないということでござ

いまして、②のイチポツに書いてございますように、各エネルギーの強みが活き弱みが

補完されるような強靭で、現実的かつ多層的な供給構造の実現というものが必要になっ

ております。

その下に各国の電源構成の比率２０１１年の棒グラフが載っておりますけれども、こ

れを見ると各国のエネルギー政策の現状がよくわかるんですけども、日本は震災前まで

は割りとバランスの良い電源構成を政策的にも図ってきたということでございますけれ

ども、２０１２年、左から２つ目の棒グラフを見ると化石燃料が増えてきていると。フ

ランスなんかは緑の原子力、フランスも資源の少ない国ということで原子力に頼ってい

るということで７９％。一番右にあります、中国とかインドはやはり国内で石炭が取れ

るということもあって石炭の比率が高くなっているという状況にございます。あともう

ひとつ真ん中へんにあります、ドイツも最近は再生可能エネルギーを推進していること

もございまして、黄色いところですけれども１９％の比率で一番高くなっております。

それから次のページですが、８ページですけども各エネルギー源の位置付けというこ

とでございまして、最初の１行目に書いてありますけれども、エネルギーのベストミッ

クスにつきましてはですね、原発の再稼働、それから再エネ導入の進捗の度合いを見極
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めつつ速やかに今後２、３年以内に定めるという位置付けにしております。あとは各エ

ネルギーごとの位置付けが書いてありまして、再生可能エネルギーにつきましては温室

効果ガスも少なくて純国産エネルギーということで誰も導入に否定する人はいないと思

うんですけれども今後３年間、最大限の導入に加速をして、その後も積極的に推進する

という位置付けにしております。

それから原子力でございますが、ここに書いてございますように純国産エネルギーと

いうことで、安定供給性、効率性、それから運転コスト低減ということでございまして

温室効果ガスの排出もないということで、安全確保を大前提として今後の重要なベース

ロード電源という位置付けにしております。原発依存度については一方で省エネ、再生、

再エネの導入、それから火力発電の効率向上によって可能な限り依存度を下げるという

ことにしております。

それからそのあとは、石炭、天然ガス、石油、LP といったような位置付けでござい

まして、次の下のページにベースロード、ミドル、ピーク、それぞれの位置付けが書い

てありまして、ベースロードにつきましてはここに書いてありますようにコストが低廉

で昼夜を問わず安定的に稼働できる電源ということで原子力を筆頭に石炭ですとか一般

水力、地熱といったものが該当することになります。

それから次のページは、エネルギーの需給に関する、資源確保のための政策というこ

とで調達先の分散化ですとか権益の確保、それから供給国との関係強化といったものが

書かれております。特に、１１ページ目にありますようなメタンハイドレートの開発と

いうものも国内の純国産エネルギーということで特に精力的に今後１０年から１５年く

らいの商業化を目指すということにしております。

それから１２ページ目は省エネルギー、これもやはり省エネというのは非常に重要で

ございまして今後もそれぞれ部門ごとに産業部門、業務、家庭、運輸とそれぞれ省エネ

の政策を展開していくと。

それから１３ページ目にありますようなディマンドリスポンスということで、ピーク

時のなるべくピークを減らしていこうということで、このへんのディマンドリスポンス

についても積極的に進めていこうという位置付けになっております。

それから次の１４ページ目からは再生可能エネルギーについて記載しておりまして、

再生可能エネルギーにつきましては今後先ほどありましたが、３年程度を最大限導入を

加速するということでございまして、今回与党の調整の中で再生可能エネルギーの目標

を定めるべきだというような話しが出た関係で、この３つ目のところに目標値に近いか

たちで定めておりましてこれまで定めた水準を上回る水準を目指すということで、これ

まで定めた水準は何かというのがこの下の注意書きに書いてある２０２０年に１３．

５％、２０３０年に２割ですか、２０％ということで目標を定めております。

それからあと固定価格の買取制度につきましても安定的且つ適正な運用をしていこう

ということでございまして、１５ページの棒グラフにございますように固定価格の買取

制度の導入もありまして、ここ最近再生可能エネルギーの導入割合というのが非常に伸

びております。特に太陽光発電、オレンジの部分が増えておりまして年平均１３％とい

うことでございます。

それから１６ページ目は再生可能エネルギーの導入量でございますけれども。２０１
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２年度から２０１３年度に対して、これは１２月までですけど２割増えているというこ

とでございます。

それから１７ページに再生可能エネルギーの克服すべき課題ということで、まずコス

ト高の克服ということで固定価格買取制度の安定的且つ適切な運用。技術開発、出力の

不安定性への対応ということで大型の蓄電池ですとか送配電網の整備といったものが挙

げられております。立地制約の克服ということで、規制の緩和ですとか環境アセスメン

トの迅速化といったものを挙げております。

それから次の１８ページ目ですけれどもこちらは先ほどの続き、それぞれ再生可能エ

ネルギーの各エネルギーごとの記載でございまして、③番の固定価格買取制度につきま

しては１９ページの図のようなスキームになっておるわけでございまして、次の２０ペ

ージ目に現在の買い取り価格が記載されております。買取価格も賦課金というかたちで

消費者から結局は価格を上乗せしているということでございまして、２０１４年度も

km/h あたり０．７５円ということは決まっておりまして、前年度に比べて倍くらい賦

課金が上がっているという現状がございます。２１ページ目には特に再生可能エネルギ

ーの導入が進んでいるドイツの記載がございまして、ドイツは２０２２年までに原発を

ゼロにするということで政策的に進めているようなんですけれども、やはり固定価格の

買取制度というものを導入していて、ここに書いてありますように２０１４年の賦課金

が２０００年から３０倍拡大ということで、月々一般家庭で２４００円の賦課金を払っ

ているということでございます。それからあと太陽光、風力の拡大で天候により出力が

変動するということでバックアップの火力が稼働率がどうしても低くなってしまうとい

うことで電力会社の収益を圧迫しているというような問題がございます。

それから次のページから原子力関係の話しなんですけれども、①番の福島の再生、復

興に向けた取組みということで、まずは福島の再生・復興に向けた取組みがエネルギー

政策の再構築の出発点という位置付けになっております。特に廃炉・汚染水対策という

のは世界にも前例のない困難な事業で、国が全面に立って一つひとつ着実に取り組むと

いうことで、２３ページのところに簡単な中身が書いてございます。

それから②番の原子力利用における不断の安全性向上と安定的な事業環境の確立とい

うことで、安全神話と決別して世界最高水準の安全性を不断に追及すると。２つ目にあ

りますように、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準を適合する場

合は再稼働を進めるという位置付けにしております。その際、国も全面に立って立地自

治体関係者の理解と協力を得るように取り組むことにしております。この一番下の下線

に書いてございますが、原子力災害対策の強化に備えた関係自治体の避難計画の充実化

を国も支援するという位置付けにしております。

次のページ、２４ページは新規制基準の位置付けということ、それから２５ページ目

は各原発の現状ということでございまして、現在１７発電所４８基の原発全て止まって

いるわけですけれども、そのうち薄く黄色く塗ってあります１０発電所１７基が安全審

査、新規制基準の適合申請を行っているところでございます。

それから次の２６ページ目ですけれど、原子力政策の再構築ということで使用済燃料

の問題でございますが、使用済燃料につきましては国が全面に立って高レベル放射性廃

棄物の最終処分に向けた取組みを推進していくということでございまして、将来世代が



20

最良の処分方法を選択できるよう、可逆性、回収可能性を担保するという位置付けにし

ております。

（２）核燃料サイクル政策の推進ということで、今後も核燃料サイクルを関係自治体

や国際社会の理解を得つつ推進していくという位置付けでございまして、中長期的な対

応の柔軟性を保持するということにしております。もんじゅにつきましては、廃棄物の

減容とか有害度の低減というかたちで技術の研究という位置付けで進めるとしておりま

す。

それからその下の④番、国民、立地自治体、国際社会との信頼関係の構築ということ

で、福島事故で信頼低下したということでここはより丁寧に広聴・広報を進めていくと

いうことにしております。多様なステークホルダー、特に消費地なんかでも十分に理解

されていないところがあるということで消費地も含めた多様なステークホルダーに対す

る丁寧な対話、情報共有といったものを取組みを強化することにしております。それか

ら原発の稼働状況も踏まえ、地域の実態に則した立地地域支援対策を推進するというこ

とでございまして、これは下の２９ページに立地対策予算、今年度の予算が書いてござ

いますが、一つ目の青い帯のところが交付金、みなし交付金というのがこれまで約１０

００億ございます。それから真ん中の８億円の新規ということで、立地地域基盤整備支

援事業とこういった予算を使いながら支援をしていこうと具体的な中身についてはこれ

から決める予定にしております。

それから２７ページは高レベル放射性廃棄物の処分の状況を説明しておりまして、２

８ページは核燃サイクルの状況を説明しておるものでございます。それから３０ページ

目は原発の話しから離れまして化石燃料の関係でございますが、石炭とか LNG、火力の

高効率発電ですとか二酸化炭素回収貯留 CCS 技術の推進といったものが書かれており

ます。

その下の（６）でございますが電力のシステム改革ということで、競争を導入するこ

とによって電気料金を抑制しようということで電力のシステム改革を３１ページに書い

てございますけども、３本の柱ということで順次電気事業法を改正しながら電力システ

ム改革を進めているところでございます。

現在①が既に法案が成立して、②が今の国会に提出している部分で第二段階のところ

で、小売の自由化のところは国会で議論されているところでございます。

それから次の３２ページ目は国内エネルギーの供給網の強靭化という石油コンビナー

トとかガソリンスタンドなんかの話でございまして、（８）こちらは二次エネルギー、水

素とかの二次エネルギーの話しになっております。特にコージェネレーションの推進で

すとか、蓄電池の導入といったもの熱利用、②では次世代型の自動車、ハイブリッドで

すとか電気自動車、燃料電池車といったものを２０３０年までに５割から７割に拡大す

るという数値目標を掲げております。

それから水素社会につきましては、水素エネルギーというのは利便性、エネルギー効

率に優れて利用時の温室効果ガスがゼロということもございますので、特に低地用の燃

料電池、家庭用ではエネファーム、これを２０３０年までに５３０万台導入するという

目標を定めております。それ以外にも水素ステーションを１００箇所整備するとかこう

いった目標を定めております。
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それから３４ページ目ですけど、こちらは市場の統合を通じた総合エネルギー企業の

創出ということでございます。

（１０）は国際協力、４ポツは特に技術開発の推進というのがございます。

それから最後に５ポツで、国民各層とのコミュニケーションとエネルギーに関する理

解の深化ということで、ここは原発だけに限らず全てのエネルギーに関する話にはなっ

ているんですけれども、エネルギーに関する国民各層の理解の増進ということで科学的

知見やデータに基づいた客観的で多様な情報提供体制の確立、それからリスクに対する

正しい理解の取組みですとか、第三者から助言を得るアドバイザリーボードの活用です

とか、学校教育におけるエネルギー教育を導入するといったようなことを考えておりま

す。

それから最後に、双方向的なコミュニケーションの充実ということで国民各層との対

話型の政策立案、実施プロセスを社会に定着させるということで、具体的中身について

は現在本省のほうで検討を進めているところでございます。

ちょっと急ぎ足になりましたが以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。ここでご質問というよりは報告を受けるようなかたちでよろ

しいですか。次また何点かご説明を受ける内容があるのでここで数分トイレタイムの休

憩をとらせていただきたいと思いますので、委員が戻り次第再開します。よろしくお願

いいたします。

（休憩）

佐藤副会長さんが戻られれば全員ですので始めさせていただこうと思うんですが、運

営委員会の概要を委員さん見ていただければお分かりだと思うんですけど、防災という

のはとても間口が広くてそれぞれの体験で関心度もとても高い、住民とすると身近な問

題だと思います。それぞれに体験上のそれこそ生活感のあるご意見がたくさんあるんじ

ゃないかと思うんですが、今年に入ってから何回か防災に関わるような議論も報告も受

けているんですが、福島の事故の後、いち早く防災をというような空気も考えもおあり

だったでしょうけど、しばらくは福島の実態が少し共通項で見えてきてそれぞれの部署

のところが少し柱を作り始めたあたりがちょうど私たちが全体像をおぼろげながら把握

できて議論にちょうどいい時期にあたるだろうということで、昨年まではその議論より

は情報収集のほうに少し重きを置いていた感があります。今年に入ってからは、いよい

よまた私どもにとって身近な防災のほうに議論を移そうということで１月から徐々にそ

ういう議論を交わしているんですが、３月にはやはり委員さんのいろんな立場と経験が

あまりにも違うのでなかなかかみ合う議論ができないだろうということで、３月には具

体的に現状報告をそれぞれの部署からいただいたというような経緯になっています。

４月あたりから委員さんが意見を述べたりする機会をということだったんですが、２

０人の委員が防災というテーマだけで議論すると、とても散漫になるだろうということ

で、ここ何年かでだいたい４つのテーマが重要なんではないだろうかというので大枠の

テーマを掲げさせていただきました。情報伝達、特に初期情報伝達というのは非常に重

要だろうということで、今日はそこを中心に取り上げてはいるんですけど、まだまだこ

れは今日で終わるというわけではないんですが、４つの柱のうち、もうひとつはたぶん
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事故が発災したときの避難の状況というのがもうひとつ現実にはとても大事なんだろう

ということと、もうひとつは起きてしまった後、今福島のことを考えますと以前にはな

かった考え方で除染とか賠償とか、そういうようなところの議論をこれまでしてきませ

んのでこういうことも本来大事だったのではないだろうかという視点がたぶんあると思

うんです。もうひとつは、日頃どういう情報を知っていれば防災というのは非常に有効

に機能するだろうというのがもうひとつの情報のあり方に大きく関わるんではないかと

いうことで、住民を中心に考えますとその４つが非常に大きなテーマになるだろうとい

うことで運営委員会で提案をしまして、今回はその第１の初期情報伝達というところを

中心に議論をしようということなんですね。皆さんそれぞれの関心度で、４つの中のば

らばらのところに第一優先があるかも知れないんですが、今日はぜひ頭の中を初期情報

伝達を中心に置いていただいて議論をしていただいたりご報告を受けますので、ちょっ

と議論の時間が足りなくなるかも知れませんけど、このあとまた他の定例会でも時間を

割きますので、今日は勉強というか情報収集と自分たちの考え、思いをどう伝えるのか

と考えて、それを表明するというふうにしていただければと思います。規制庁からまず

ご説明をいただいて、そのあと県、市、村の現状の情報伝達の流れということを少し教

えていただきながら、そのあと委員さんのお考えというかご質問というのをぜひお願い

しますのでよろしくお願いします。

◎山崎原子力防災専門官（規制庁）

原子力規制庁内閣府原子力災害対策室の山崎でございます。

それでは原子力防災ということで私どもからご説明をさせていただきます。

まず始めに私ども、今回「原子力防災について」ということの補足資料とまた情報伝

達ということで、資料２種類準備させていただきました。まず始めに補足資料から説明

させていただきたいと思います。こちらは前回定例会でご説明できなかった部分、ここ

を資料として準備させてもらったものになります。この説明に先立ちまして大変私の間

違いで恐縮なのですが４ページ目、福島発電所事故と現行の EAL との比較という部分

で私、打ち間違い、資料の間違いをしてしまいまして修正をお願いしたいのですが、１

５時４２分に、現行の EAL ですと施設敷地緊急事態 EAL２ということになるんですが、

ここに大変申し訳ございませんが、下と同じように新規制基準適合前は５分、適合後は

３０分という文言を加えていただきたいというふうに思います。適合前は５分、新規制

基準適合後は３０分というかたちになります。そして下に１６時１２分という記載がご

ざいますが、ここは１６時０７分の間違いでございます。誤った資料につきましては次

回の定例会で再度配布させていただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお

願いいたします。１６時０７分です。

それでは補足説明資料ということで説明のほう入らしていただきたいと思います。ま

ず始めに EAL 設定の考え方ということで、EAL 設定については時間を設定して考えた

のかとそれとも施設のことを考えたのかというご指摘がございました。

◎事務局

山崎さん、資料５がふたつあってどちらか、よくわからないという方がおられると思

うんで、もう１回説明をお願いしたいんですが。

◎山崎原子力防災専門官（規制庁）
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はい。「原子力防災について ２６年４月９日定例会補足資料」ということでございま

す。そちらでご説明させていただきたいと思います。

◎新野議長

すごく薄いほうの資料ですね。

◎山崎原子力防災専門官（規制庁）

５月１４日付けのものでございます。一番最後のページにスピーディのネットワーク

の絵が入っているものです。すみません、資料がごちゃごちゃして。よろしいでしょう

か。皆さんお揃いのようですので座って説明させていただきます。

まず、時間なのか施設なのかということもご説明、ご質問については、こちらの原子

力災害対策指針の６ページ目に上から３行目になりますが下線が引いてある部分、基本

的には EAL の考え方につきましては原子力施設の状況に応じて設定するというふうに

記載がされております。ですので時間を想定して設定されたものではないということで

ご了解いただきたいと思います。

そして、２つめのご質問でございました、警戒事態 EAL１、EAL２、EAL３これを福

島事故と比較したときにはどうなるのかということで、こちらで整理をさせてもらった

ものが４ページ目というかたちになります。まずはじめに、３月１１日、地震が発生し

た場合、震度６強ということですので、まず警戒事態 EAL１ということで該当になりま

す。新しい指針、現行では EAL１というかたちになります。また大津波警報、１６時４

９分にございましたので EAL１に該当するということでございます。

その後、１５時４２分に１０条通報がなされました。ここは先ほどご説明させてもら

いましたが、施設敷地緊急事態 EAL２ということで規制基準適合前は５分、規制基準適

合後は３０分ということで、まだ東京電力さんにおきましては新規制基準に適合はなっ

ておりませんので、１５時３７分からの５分後、施設敷地緊急事態 EAL２というかたち

になります。

そしてここからが若干違うのですが、１６時０７分、いわゆる新規制基準適合前は３

０分、交流電源が喪失して３０分後になりますと EAL３というかたちで全面緊急事態に

なるというのが現行の指針の考え方でございます。従来の規定、従来の東京電力さんの

１５条通報につきましては、非常用炉水冷却装置注水不能ということで１６時４５分に

出されておりますが、新しい現行の EAL というかたちになりますと、いわゆる１６時

０７分、地震発生から１時間２１分後に１５条通報がなされるというのが比較した結果

でございます。

実際に緊急事態宣言が発出されたのは若干１９時０３分というかたちになっているん

ですが、こちらについては本来であれば速やかに緊急事態宣言が出されるというふうに

は理解しているところではございます。

５、６、７ページにつきましては旧規定と現行の規定、こちらの比較表を付けさせて

いただきましたので後ほどご確認いただきたいと思います。

続きまして９ページ目、スピーディのことについてでございますが、スピーディのい

わゆるポンチ絵というものを準備させていただきました。まず９ページ目でございます

がスピーディにつきましてはいわゆる関係省庁、道府県、それとオフサイト、日本気象

協会とがネットワークで結ばれております。原子力発電所で事故が発生して放出源情報
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が得られた場合、その値を基にした予測計算を行うというものです。ネットワークを介

して原子力規制委員会、関係道府県、オフサイトセンターに迅速に提供される他、ホー

ムページで公表されるということになっております。ですから現行の原子力災害対策指

針、ここにおきましては、原則、避難につきましては緊急時モニタリングの結果に基づ

いて防護措置を実施するということになっております。ですのでスピーディの扱いとい

うかたちにつきましてはいわゆる参考として活用するという記載ということになってお

ります。

１０ページ目にはポンチ絵的に矢印で、情報が流れますというものをわかりやすいよ

うに整理させてもらったというものでございます。スピーディ情報につきましては原子

力規制委員会、原子力災害対策本部、オフサイトセンター、地方公共団体に情報伝達さ

れると。そしてホームページを介して周辺住民の方にもご覧いただけるような準備とい

うことでさせてもらっているところでございます。

説明が前後して大変申し訳ございませんが、新旧対照表の６ページ目、７ページ目に

赤字でいわゆる６ぺージ目については（４）、７ページ目については（６）ということで

ちょっと字の色を変えさせてもらっておりますが、こちらは現行の EAL で、この時間

で EAL２になる、EAL３になるというものをわかりやすくするために色をつけたという

ことでございますので、そういうかたちでご理解いただければというふうに思います。

続きまして情報伝達ということで、今度は５月１４日付の原子力防災について（情報

伝達）ということで本来の議題であります情報伝達を説明させていただきます。

まず１枚目めくっていただきまして、警戒事態時いわゆる EAL１の連絡体制というこ

とでございますが、こちらの表の通りとなっております。

まず原子力事業者から情報提供をいただくと。そして規制委員会から内閣官房、そし

て指定行政機関に情報伝達がなされます。また併せまして、規制委員会からオフサイト、

そして新潟県、PAZ、UPZ 市町村に伝達がされます。そして新潟県さん、PAZ、UPZ の

市町村さんから住民の方に情報伝達がされるという流れということです。基本的にはこ

の段階では原子力発電所の故障、または自然災害に起因する原子力発電所等の異常とい

う情報が伝達されるということになります。方法としましては FAX ですとか、有線電話、

または衛星携帯電話、テレビ会議システム等々が準備されているところでございます。

ページ３枚目になります、EAL２いわゆる原災法１０条の連絡体制というかたちにな

ります。まず原子力事業者につきましては、原災法に基づきまして１０条通報がなされ

るというかたちになっております。１０条通報につきましては内閣府、官邸、原子力災

害対策本部、オフサイトセンター、新潟県、そして PAZ 市町村というかたちになります。

失礼しました、立地市町村、刈羽村、柏崎市というかたちです。UPZ 市町村につきまし

ては新潟県さんから情報伝達がなされるというものになっております。

情報の流れということにつきましては、この絵の赤い矢印のとおりいわゆる規制庁の

原子力災害対策本部からオフサイト、新潟県、PAZ、UPZ 市町村に連絡伝達がなされる

と。ですが、EAL２のときにつきましては、要援護者の避難ですとか避難準備要請とい

うものが行われるということになっています。そこの要請のラインにつきましては原子

力規制庁の原子力災害対策本部から新潟県、PAZ 市町村に要請がなされるということに

なっております。それが緑の線ということでご理解いただきたいと思います。
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住民の方々等の連絡につきましてはこちらは変わらず、いわゆる市町村さんから住民

の方に伝達がなされるというものが EAL２の連絡体制となります。

そして最後４枚目、全面緊急事態になった時の情報の伝達のラインの流れですが、こ

ちらも基本的には EAL２の連絡体制と変わりありません。事業者さんにつきましては原

災法に基づきまして各原災本部、オフサイト、新潟県、PAZ 市町村に伝達がなされます。

また UPZ 市町村さんにつきましては事業者防災基本計画に基づいて伝達がなされると。

そして情報の流れにつきましては、赤い線、緑色の線というかたちで情報の伝達が２系

統準備されているというものになります。

基本的には原子力災害対策本部からオフサイトセンター、新潟県、PAZ 市町村と。新

潟県さんから UPZ 市町村さんに伝達がされると、それと併せてもし万が一、オフサイ

トセンター、新潟県さんのオフサイトセンターが機能しなかった場合、新潟県さんから

UPZ、PAZ 市町村さんに伝達がされないという場合というのも想定されます。その場合

につきましては、原子力災害対策本部から直接。オフサイトセンターが機能しない場合

につきましては新潟県さんへ。そしてオフサイトセンターも新潟県も機能しないという

場合につきましては PAZ、UPZ 市町村さんへ直接、原災本部から伝達がされるというラ

インも準備されているということでございます。EAL２、EAL３につきましても伝達系

統が２系統準備されているといずれのところについても皆さんのほうに、市町村さんに

は確実に伝達させていただくというラインは整備しているということでご理解いただき

たいと思います。私からは以上でございます。

◎新野議長

はい、ありがとうございます。次には新潟県さんお願いいたします。

◎須貝原子力安全対策課長（新潟県）

新潟県からご説明をさせていただきます。座ったままで失礼いたします。

今ほどそれぞれの事態における全体の情報の流れにつきまして山崎防災専門官からご

説明がありましたので、私からは右肩に新潟県という白抜きの防災局原子力安全対策課

でつくってあります、「原子力災害時における情報の流れ」で簡単にご説明させていただ

きます。

これは、先回のこの地域の会でお配りいたしました「広域避難のための行動指針」の

中から抜粋したものです。全体の流れは、今ご説明がありましたので、この紙の真ん中

からちょっと下のところに県原子力災害対策本部、県庁とあるところからの情報に流れ

について簡単にご説明いたします。

私たちのところに入ってくる情報につきましては PAZ、UPZ、PPA、つまり全県の市

町村に対して情報は流していきます。これと同時にホームページですとかツイッター、

エリアメール、テレビ、ラジオ等いろんな手段を使って県民の皆さま、各市町村の住民

に、県民の皆さまに直接情報が行きわたるというような仕組みを考えております。

防災計画の中では迅速且つ的確な情報提供と情報の一元化、多様な媒体の活用という

ことをいっておりまして、いろいろな媒体を使って一元的に情報提供をしたいというこ

とで、昨今では公共情報コモンズによる情報伝達ということで、新潟県の情報を公共情

報コモンズというシステムの中で情報伝達者に一元的に行きわたるような方法を使いま

して、避難勧告ですとかそういったことをお伝えできるような仕組みを整えてやってい
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るところです。

簡単ではございますけれども県といたしましては一元的に住民の皆さんに素早く情報

が行きわたることが非常に重要だと考えておりまして、そのためのいろんなツールを使

って取り組んでいるところです。以上です。

◎新野議長

はい、ありがとうございます。じゃあ柏崎市さんお願いします。

◎関矢課長代理（柏崎市）

柏崎市の防災・原子力課の関矢です。資料はお手元の「柏崎市の情報伝達手段」とい

う資料になります。

一枚めくっていただきまして、今ほど国、県の方々から主だった事故の情報伝達の説

明がありましたので、市はそういう情報を受けまして、住民の皆さまにどういう情報の

伝達手段があるかということで、１ページ目には伝達体制のポンチ絵になっておりまし

て、中ほどの国の原子力災害対策本部からオフサイトセンターで国、県、市の情報収集

なり各防災関係機関が集まっておりますので、そこからの事故の情報、災害情報の共有

を図ったものが柏崎市におりてまいります。それらに基づいて市の決定事項、事故の情

報等を報道機関に対して報道要請を行うと共に、柏崎市の情報伝達機能ということで、

ここに具体が書いてありますが、２ページ目を見ていただきますと個々具体な情報媒体

ということで、市も市民の皆さんに的確に情報が伝えられるよう日々整備に努めている

ところであります。

災害の状況によって情報媒体も被害を受けてなかなか伝達できないというところもあ

ろうかと思いますが、必要な時に必要とする情報を確実に伝えられるように、日々方法

の多重化等に現在努めているところであります。代表的なものとして、今具体に整備が

終わっているものが①から⑨ございます。

① の防災行政無線、これは屋外のスピーカーであります。②は各家庭に整備をさせて

いただいています個別の防災行政無線です。それと③につきましては、聴覚障害のご世

帯の方に FAX とフラッシュライト、放送が鳴ると放送内容が紙ベースで入手ができる特

殊な装置を配備しております。そして防災行政無線で流した放送内容につきましてはフ

リーダイヤルで聞くことができるということで、これらは災害に関わらず日々防災行政

無線での放送をしておりますので、このへんはフリーダイヤルかけてみたことがないと

いう方がいらっしゃいましたら、何か放送があったときには無料、０１２０になってお

りますので確認のため聞いていただければと思います。

⑤ですが BSN のデータ放送ということで、テレビのリモコンのｄボタンを押していた

だきますと市町村の情報というコーナーがありますので、その中で柏崎市を選択してい

ただきますと常時ですとイベント情報、防災行政無線での放送内容が見れるようになっ

ております。これも災害時、電気がきている、きていないという状況もありますので、

こういう情報を日々見ていただければと思います。

⑥コミュニティ FM 放送との臨時災害放送の協定を結んでおります。放送局からの放送

要請もありますし、市役所の３階に緊急放送設備も常時設置して放送できるという状況

になっております。

あと防災情報ということでメール配信、これにつきましては、あらかじめ登録してい
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ただかないと配信されないというものであります。たとえば日々防犯メールですとか流

しておりますので、できれば登録をお願いしたいと思います。それとホームページにつ

きましては、災害時には災害の情報を流すということになっております。

⑨についてはエリアメール、NTT ドコモさんの商標であります。緊急速報メール、これ

はソフトバンク、KDDI。前回の原子力防災訓練で柏崎市として初めてこれを流したと

いうことで、今後の訓練においてもこういう訓練を盛り込んでいきたいと思っておりま

す。ただ携帯電話等の機種によりましては、古い機種だと受信できない、それと各社さ

んの携帯でもあらかじめ設定しないと地震での緊急速報メールより１ランク下なもので

すから設定しないと入らないという状況もありますので、取扱説明書等をご確認いただ

いて、日々柏崎市は通常においてもこれらの情報配信を行っておりますので情報を待つ

ということでなくて取りに行くということも考えていただければと思います。

次に３ページをお願いいたします。３ページにつきましては柏崎市においても震災、

水害等不幸にして経験しております。それらの反省を踏まえまして、地域においても情

報の共有ですとかそういうものに取り組んでいただいて、今回原子力災害時におきまし

ては、右上の柏崎市の災害対策本部から青い線で下がっておりますが、各コミュニティ

センター、現在地区防災会の拠点ということで位置付けをさせておりますし、活動も順

次進めていっていただいているところですが、市からは緊急時地区派遣隊という市の職

員が複数名、市の情報を伝える情報連絡員として派遣することによって地域の情報の収

受と本部からの情報の情報指示の伝達を行うということに防災計画修正で記しておりま

す。

コミュニティには各町内会、または町内会で自主防災会を設立されている複数の地域

がぶら下がっておりますが、コミュニティセンターと各自主防災会さんとの連係、情報

収受と伝達と要配慮者への避難支援ということで取組みを始めていただいておるところ

であります。

万が一の原子力災害時、PAZ につきましては先ほどありましたように EAL３、１５条

通報を受けると即時避難という行動になりますので避難先の自治体、これはあらかじめ

定めるということになっておりますし、市も広域避難のための先遣隊を派遣しまして、

受け入れ自治体と連絡調整及び避難者の受け入れの準備を行うという体制になっており

ます。

４ページにつきましては、今ほどコミュニティーセンター、地区防災会の活動のため

に柏崎市では平成２３年から柏崎市地区防災会議ということで各コミュニティセンター

に行きまして、平成２３年ですと災害時要援護者対策の現状と課題と、平成２４年度に

つきましては避難所開設、運営のあり方。平成２５年度につきましては災害時における

情報伝達共有のあり方ということで、３１のコミュニティセンター、１年に１回なんで

すが回りましてこれらの課題に対する協議、並びに問題解決を今後どうしたらよいかと

いうことで行政と地域の方で各テーマに沿って協議検討を行ってきております。

そして現在コミュニティセンターにおいての通信環境と通信手段の整備ということで

現在情報共有のために日々使っておりますが、グループウェアとして、ジョウルリ

（Joruri）という独立した回線での日々の情報伝達等のラインを構築してあります。

さらに災害用の特設電話機、こういうものを整備するとともに、現在 IP 電話の設置
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ということで、今までですと MCA 無線という無線機があったんですが、電波法の改正

に伴いまして IP 電話に移行してきているということで、柏崎市も孤立集落ということ

でなかなか電話と防災行政無線等が寸断するということで、これから３１のコミュニテ

ィに整備するわけですが、高浜地区と米山、上米山、そして高柳の一部にはこの IP 電

話が整備をしておりますし、日々通信連絡のテストもさせていただいているところであ

ります。

今後につきましては、やはり市の行政からの一方的な情報の提供ということではなか

なか伝わらないということで、地域の皆さまと一体となった連携が必要だということで

この問題解決のために日々、地域の皆さまと協議検討を進めているというところであり

ますのでご理解いただければと思います。以上です。

◎新野議長

はい、ありがとうございます。刈羽村さんはございますか。

◎太田総務課長（刈羽村）

刈羽村役場の総務課の太田でございます。本日刈羽村では資料を用意しませんでした

が、１２９回のときにお配りした刈羽村の資料の裏面に載っております、通信連絡手段

というところでご理解いただきたいと思います。

刈羽村におきましては、無線ということで屋外無線機と全世帯に配備してあります個

別受信機の無線の連絡網、それから有線でケーブルテレビと IP の告知端末とノウシュ

ウ電話といいましょうか、IP の電話で各世帯に全て有線電話が入っていると。昔でいう

ノウシュウ電話ですね、が入っているということでそれらを連絡手段としております。

またホームページ、防災メール、今ほど柏崎市さんで説明がありましたが、防災メー

ル、それから緊急メール、エリアメール等々は今柏崎市さんのご説明の通りでございま

す。

あと、他の手段としましては広報車で現場を回るということになるわけですが、その

広報につきましても消防団に全団に防災無線等が設置してありますし、専用の消防無線、

無線機がそれぞれ設置してありますので消防団の手を借りながら広報の活動をしていく

ことになります。

また自主防災組織、これは実際区長さん方が２０集落全ての区長さん方が自主防災組

織の長になるわけですが、その方々との FAX 通信と電話登録、今ほどの IP 電話等の内

容で避難誘導等していただくという手はずになっております。

その他、国、県との連絡はさきほど説明を受けたとおりでございます。以上です。

◎新野議長

ありがとうございます。今日は、スケジュール的には皆さんのご意見を伺う時間はま

ず全くないかなと思っていましたけど１５分ほどありますので、これで終わるわけじゃ

ないんですが、一人でも多くの方が今の感じで何か発言や要望がありましたらと思いま

す。

情報伝達ですが、市と村まで国からの大きな流れのお話しが規制庁と県からありまし

たけど、それと市と村から今度は私たち住民の側に流れる情報というのがたぶん大きく

分けられるんだと思うんですが、今度は最終決定である私たちが今までの報告や福島の

ことや中越沖、中越地震、ああいうものの経験でどういうことを願うのか、期待するの
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かということが発信できればいいなと思っていますので何かご意見がありましたら、今

日の時間をお使いいただく方、手を挙げていただけますか。

あの少し、私どものところにどういうふうにリアルに情報が流れてというのは、これ

までの防災の中ではなかなかイメージができなかったと思うんですが、いろいろな経験

を踏まえて、自治体の方たちがいろんなふうに今努力されているところだと思うんです

けど。多重の器械、今ご説明ありました、たくさんの無線や携帯電話や現実的にはそれ

がどういうことになるんだろうという疑問もあるんじゃないかと思うんですが、非常に

単純な質問やそういうことがいいんじゃないかと思うんですけど。

はい、石坂さん。

◎石坂委員

はい、それでは石坂です。柏崎市さんにお伺いをしますけれども。今ご説明をいただ

いた住民への伝達方法、細かくいろいろ今情報媒体のご説明をいただきました。

これらを使って、３ページに情報伝達体制というようなことで明示をいただいており

ますけれども、市の災害対策本部から各コミセン、また地区の自主防災会を通じて各町

内への伝達というようなかたちになっていますが、これは PAZ 圏内の町内会とそれ以外

のところと全く同じ体制で、という理解でよろしいんでしょうか。

◎関矢課長代理（柏崎市）

柏崎市関矢です。３ページ目の地区コミュニティ等への情報伝達体制というものは、

PAZ、UPZ 隔たりなく同じ体制で行うということであります。

◎石坂委員

そうなった時にですね、情報伝達の内容とかによって、PAZ 圏内だと EAL３で即時避

難というようなかたちでそれ以外は屋内退避と、そのへんの混乱が生じるというような

ことはないでしょうか。特に当事者の方、今日委員さんでもいっぱいいらっしゃるので

そのへん私はちょっと違いますけど、不安に思われないのかと思うんですが。

◎関矢課長代理（柏崎市）

PAZ、UPZ の対応の仕方については、これから自分の地域がどこなのかということに

ついて、我々説明会等で説明に回りますので、そこを十分に理解していただいて、先ほ

どから面倒な EAL１、２、３だとかいろいろ出ておりますけども、具体にどういう時に

どういう対応を取ったらいいのかということをこれから丁寧に説明させていただいて、

理解を深めていただかなければ、情報を出してもこれが自分に対する情報なのか、違う

情報なのかというところの選択もできないということになろうかと思いますので、そう

いうところで住民の皆さんからも協力をしていただければと思います。

◎新野議長

そうですね、はい。髙橋さん、髙桑さん。

◎髙橋（優）委員

発言に関連していることなんですが、例えば福島では避難指示が最初３ｋｍでしたか

ね、それから１０ｋｍ、つまり結果として段階的な避難になったわけですよね。だけど

福島でも指示された地域の外にいる人も実際に逃げているわけでしょう。その人たちは、

今賠償が切られたり差別を受けているわけですけども、国民はすでに福島の事故を知っ

てしまったわけですから。福島の事故を知る前であれば、段階的避難ということも功を
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奏するという可能性はあるのかも知れませんが、国民はすでに福島の事故を経験してし

まったから、次に事故が起これば避難できる人は指示を待たずにですよ。

今言われたようにホームページ、ツイッター、このいろんなメディアを使って PAZ、

UPZ、PPA の区域にいる人たちに平等に情報を伝えることになったわけですよね。そう

なった場合には避難指示を待たなくたって UPZ の市民だって逃げてしまうわけですよ

ね。その時の混乱というのは非常に想像するに余りあるんですけれど、段階で避難を考

えていた場合には避難なんかできませんですよね。そう思いませんか。

◎関矢課長代理（柏崎市）

福島の事故を目の当たりにしているんですが、当然のごとく情報が来なかったりとい

う不安なところから始まっているかと思います。ですから我々もそういうお気持ちは

重々承知しておりますので、情報の出し方、情報の伝え方、情報の内容をやはり十分理

解して行動をとっていただきたいということで、市民の皆さんといろいろご意見も交わ

しながら、理解していただくしかないのかなというふうに思っております。

◎髙桑委員

髙桑です。情報伝達の一番の要は、この国からも柏崎市からも刈羽村からも共通して

いえることは、原子力事業者からどれくらい正確に迅速にきちんと国なり新潟県なりに、

伝わる。それがどれくらい正確に迅速に伝わるのかという、そこのところが私は初期情

報伝達では一番の心配だと思っています。

今それぞれお聞きするといろんなことを考えてくださって、柏崎市内、あるいは国の

流れの中でもかなり綿密な流れができていると思いますが、一番肝心なところについて

どうなんだろうと。例えば、原子力事業者から EAL１で連絡体制が入ったときに原子力

規制委員会がすぐにその事業社の中に入っていけるのか。例えばここでいったら三和町

にいらっしゃる内藤さんたちがすぐに柏崎刈羽原発の中にすぐに入って状況を一緒に、

事業者と一緒に把握できるのかどうかと。そういうところの流れはどうなんだろうと。

事業者からの報告を待つだけというのについては初期の情報伝達の中で非常に心配な点

に思われます。

例えば、今の汚染水の問題についても事業者から必ずしも迅速に正確に連絡が来てい

るというふうには言い難いこともたびたびあったと思いますし、その辺を考えてみると

ここのところが一番要かなと。そこをどういうふうに工夫してくださるのかと、どうい

うふうなことを考えたらそこが本当にきちんとできるのか、そこがきちんとできなけれ

ば、その下の連絡体制がどんなに綿密になされていても避難の体制がやはり後手後手に

回っていくんではないかと。事業者と国にくる、あるいは県にくる市にくるというそこ

のつながりですね、そこのところについては原子力規制庁としてはどんなふうなかたち

で関わっていくのか、そこを質問がてらお聞きしたいんですよね。お願いします。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

はい、規制庁内藤です。まず、事業者から正確な情報がくるのかというところについ

ては、そこは反省があって。どういうかたちの通報をしなければいけないのかというこ

とについて規制庁と事業者の間で整理をした上で今後きちんとすり合わせをしていくと

いうかたちになります。

一方で、規制庁側で情報収集ということですけども EAL１とありますけれども、この
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段階で柏崎ですとうちの事務所の人間が東京電力さん、発電所のなかに緊急対策所のほ

うにすぐに最低１名は行くというかたちになっています。

福島のときに起こったことは、福島のときにも行ったんですけども携帯とか地上波、

通信とか一切使えない状況になってしまったというところで、規制庁側、当時の保安院

ですけれども保安院側の現地の人間との通信手段が途絶えてしまったというのがありま

す。東京電力さんはサイトと本店を結んでいる自社回線があったので、そこのところを

復旧かけて連絡ができたんですけれど、国側のところで回線がなくなってしまったとい

う反省があります。ここで今電力さんと我々のところとか東京とか実際結ぶ回線、専用

回線がありますけれども、それについても我々の回線として発電所内に設けるというか

たちですでに設けているというかたちで行っております

◎髙桑委員

そうすると、そちらからいただいたこの図の中の原子力事業者のところに、例えばそ

こに規制庁とかそういうものが入っていると考えてよろしいわけですか。あくまでもこ

の図をみると、事業者からというかたちになっていてそこに規制委員会、規制庁の誰か

が入ってどうだこうだということは見えてこないんですけれども、私はやっぱりそれを

見えるようなかたちで表示していただけたらいいのではないかなあと思いますけど。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

今、山崎から説明しているこの資料については、通報の流れというかたちですので、

法律上の義務というかたちでは事業者が通報しなければいけないというかたちになって

います。一方で、そこの部分で通報の状況と齟齬
そ ご

はないのかどうかということを確認す

るために規制庁としては人を派遣するという体制をとります。

◎髙桑委員

そこに入った規制庁からもきちんと情報が事業者と相談したというか、事業者と一緒

に見た上での情報が流れてくるんだと思いますけれども、そこに入った規制庁のメンバ

ーはその情報を責任をもってきちんと流すと、流す責任をきちんと明確になっているん

ですね。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

そこは我々の業務マニュアルの中できちんと得た情報についてはきちんと流すという

かたちでのルールはできております。

一方で、この EAL１の状況ではないですけども、本当に EAL２とかの状況になって

きますと、電力さんの本店にも規制庁から人が入るという体制をとるかたちにしており

ます。事業者さんの連絡というのはサイト側のほうで、サイト側の緊急時対策所がある

んですけども、そこに各プラントの情報が集約されてそこで情報集約したものを東京電

力さんの場合ですと、本店と共有をして連絡をするというかたちなんですけども、サイ

ト側の緊急時対策所については、事務所のメンバーが入ってどういう情報が入っていて、

どういう進展のパラメータの変化がおこっているのかというところについて全部見れる

かたちになっているということです。

◎新野議長

関連でしょう。はい。

◎武本（和）委員
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今の一連の説明で新潟県と柏崎市、刈羽村はテレビに流す、いろんな手段で住民に連

絡するというのが読み取れるというか説明がありました。しかし国、東京電力がそうい

う広く伝えるみたいなのが地方自治体にしかないのかどうかということを福島との関係

で聞きたいんです。それは福島のときには、総理大臣とか官房長官が繰り返しこういう

事態だということをいっていたわけです。それがよかったかどうかは別にして、そうい

うものはこういう制度の中に表示されるんですか、あるいは県しかそういうことはやら

ないことになっているんですかというのが質問です。それは国と東電に対して万が一の

時にそういう連絡はどうなるんですかというのが質問です。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

規制庁の内藤です。国の情報の流し方ということですけれども、今おっしゃられたよ

うに、官邸でも必要な場合についてはきちんとプレス会見を行ってプレスに情報を流し

てもらうということをやりますし、規制庁としてももうちょっと詳しいパラメータの話

とかというところについては記者会見で流します。

現地側はどうなのかということですけど、オフサイトセンターがありますけれども、

そこのところで報道の方に集まっていただいてこういう状況になっているということに

ついては説明をして、報道の方に情報を流していただくことをお願いするというかたち

になります。

◎武本（和）委員

半分わかったんだけど以前もというか、福島以前も一応そういう体制にはなっていた

わけですよね、ところがそれが機能しなかった。その対応策というのは、考えられるこ

とはすでに全部手を打ってあるんでしょうか。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

はい、規制庁の内藤です。福島の時にきちんとした情報があまり流せない状況が暫く

続いたというところはあるんですけども、そこは先ほど言ったように現地と東京電力さ

んからの情報についてがあまりきちんとできていなかったというところと、現地からの

情報を仕入れるツールという手段が途切れてしまったというところがあります。ですの

で東京電力さんの本店さんから報告を受けた内容を聞いて判断をして情報をプレス発表

していたというのが福島の時の状況なんですけれども、そこの部分ですと正確な情報と

いうのは抜け落ちる可能性がありますので、そこの部分については国の人間が、きちん

と国として連絡できる体制と通信手段をきちんと確保するということと、緊急事態にな

った場合については、本店側にも規制庁の人間は入りこんで本店側でどういう議論がさ

れていてどういう判断をしているのかということについても本店側でその情報をきちん

と把握できて規制庁として情報をすべて吸収できるようなかたちにするという体制をと

るかたちで改善をしております。

◎室星防災安全部長（東京電力）

すみません。東京電力の室星でございます。１点ちょっと補足させてください。今、

内藤所長のお話もございましたように、まず私ども東京電力から正確に迅速に情報をお

伝えするということが根幹でございます。そういう意味で、福島第一の時には現場の状

況を正確に把握できなかったところがひとつ大きな反省でございます。そういうところ

はハードも含めもしくは運用も含め今改善を進めているところでございます。



33

それと内藤所長からはお話ちょっとございませんでしたけども、当然テレビ会議です

ぐさま本店もしくは国とも共有できるという環境になりますので、早い段階で情報を共

有できるということになろうかと思っています。１点補足させていただきました。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

今ご説明ありましたけど、当時は電力さんの本店さんとサイトの情報というのは事業

者さんの回線を使っていました。ですので事業者さんからとらなければいけないという

状況だったんですけども、そこの部分も国の回線を使って国としてそこの情報を共有で

きるようにするというかたちで国と事業者さんの情報が共有できる体系の手段というこ

とのインフラ整備を今行っているところです。

◎桑原委員

桑原です。柏崎市にお願いとご説明をお願いしたいんですが。先ほど石坂さんがご質

問したのとダブるんですが、２ぺージ目の①から⑨までの情報伝達と、次のページのコ

ミセンと避難所への連絡事項は、PAZ もその他も今のところはまだこれから具体策を出

すんだというような説明を受けましたが、私どもの町内は荒浜ですんで完全に PAZ。そ

うすると、前回の柏崎市の、私たちの町内会の説明の中ではコミセンへ避難をして、そ

こでホットラインみたいなかたちで市とコミュニティとの連絡はあるんで、そこから避

難をするんだというようなお話だったんですが、その時点から今回、防災の体制も変わ

ってますんで当然変わっているんですが、我々やはり PAZ の町内としましては、①から

⑨までの情報伝達の中で屋外のスピーカーが一番効果があると思うんですね。

若い人とか年寄りの方は、情報伝達の収集がいろいろ中身は違うと思うんですが、や

はり屋外のスピーカーというのが一番即みんなにわかるということで、ただ残念ながら

前回の防災訓練の中では無線が通じなかったということもありますので、これはバック

アップを前にもお話させていただいたんですが二重三重にして、これが切れないという

ようなかたちができるようになってほしいということと、これからの説明会の中でいろ

いろ出てくるんだというふうにさっき説明を受けましたが、完全に PAZ というような町

内は、混同するようなパンフじゃなくてそのものしかないんだというようなパンフの配

布と説明のしかたを町内会なり自主防災会にしていただきたいということです。

◎関矢課長代理（柏崎市）

はい、柏崎市です。今のご意見いただきまして、今後の説明会ですとか資料の作成に

つきましては検討してまいりますのでよろしくお願いいたします。

◎新野議長

そうですよね。現時点では何も固まってなくてこれからいろんな情報交換でより良い

ものをつくっていただきたいというところなので。

先ほどの矢印なんかもきっともしかしたらわかっている方たちが書かれているのと、

まったく不安に思って当事者だと思っている住民が見ると矢印が一方方向にしか感じら

れないというところの質問が多々出たのかもしれないですよね。これ点線を使ったり双

方向で情報を共有するんだというイメージがもう少し湧くような何か工夫があるとたぶ

ん現実がもっとリアルに伝わるのかもしれないので、そういうようなところにも配慮い

ただければと思います。

◎内藤委員
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規制庁の方に伺います。１０条通報とか１５条通報とか出てから避難するまでの時間

というのはどのくらいあるのか聞きたいですし、オフサイトセンターから現地に行って

確認するという話しでしたけど、原子炉の中の燃料のあたまの部分が出ていると放射線

とかが出て人が近づけないと思うんですけど、そういう場合はどうするのかということ

と、福島の例では無線はいっぱいあったんですけど、周波数がみんな同じ無線で混乱し

て伝達ができなかったと本に書いてあったんですけどそのへんはどうでしょうか。

◎山崎原子力防災専門官（規制庁）

規制事務所、山崎です。１０条通報、１５条通報を受けてから避難までの時間と

いうことですか。１０条のときにつきましては施設敷地の要援護者の方々、安定ヨ

ウ素剤を飲めない方々とか三歳以下のお子さんとかそういう方々に避難していただ

きましょうと。１５条の時につきましては全面緊急事態ですので即時避難というこ

とで私ども指針に記載させてもらっているところですが、実際に情報伝達されてか

ら実際に避難までどれくらいかといわれますと、それぞれの置かれている方々の環

境によるものというふうにしかお答えできないんですが、できる限り速やかに避難

していただきたいというのはありますけれども、それは時間によって。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

規制庁の内藤です。少し補足しますと、おそらく避難の連絡がきてから実際に避

難が終わるまでどのくらい時間がかかるのかというご主旨かと思うんですけども、

そこの部分については地域の実情によってだいぶ違ってくるというふうに考えてい

ます。人数が少ないところでは当然すぐ終わりますし、人数が多いと時間かかりま

すというところは感覚的にはお分かりいただけると思うんですけども、どういう避

難の方法を使うのかということとの組み合わせで柏崎、新潟の場合ですと自家用車

もというかたちになりますけれども、使うというかたちで計画されていると認識し

ていますけども、その場合、道路がどのくらい渋滞するのかとかどの経路をつかう

のが一番効率的なのかというところについて検討したうえで、どこを改善していか

なければいけないのかということを考えていかなければいけないというふうには考

えています。

そこの部分については内閣府で自治体のほうに交通シュミレーションを行うため

の予算というのを交付しております。それを使っていただいて、地域の実情に合わ

せてどういうことが起こって、どういうふうに改善すればいいのかということにつ

いての検討を進めていただきたいということで、内閣府で自治体のほうに依頼をし

ているという状況にあります。

オンサイトに行けるのかということですけれども、オンサイトには行きます。我々、

行きます。

まずは１０条というか緊急事態、警戒事態が発生した段階ですので、まだ線量が

上がっていない状況に基本的にはなります。その状況の段階でサイトに入ってしま

って確認するということです。燃料が出てきた時に線量が上がってくるではないか

ということですけども、そこの部分についても、線量は上がってはきますけれど全

く発電所に近づけないという状況ではありませんので、そこはきちんと遮蔽をきち

んとやったりとか線量が高いところの移動時間を可能な限り短くするような移動を
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考えるとかというかたちで現場での活動を行うということです。それは事業者さん

も同じようなかたちで考えて現場での活動を行うということになります。

◎山崎原子力防災専門官（規制庁）

最後の無線のかたちなんですが、国のほうで情報伝達、通信連絡体制のほうで国から

基本的に使うものは有線電話、FAX、衛星携帯電話等々になるんですが、無線というも

ので国から自治体さんに伝達するというツールは元々ありません。無線で混乱が起きた

ということについては。

◎内藤柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）

すみません、規制庁内藤です。無線のところで混信が起きてうまくできなかったとこ

ろがご質問ありましたけども、それは事業者さんのほうで現場との連絡を行うために、

通常は発電所は PHS とかそういったものを使うんですけれども、そういったものが電

源が落ちて使えないということが福島で起きましたので、東京とかいろいろ無線機をか

き集めて現場との連絡をしようとしたときに、周波数が一緒で混信してしまったという

のが起こったというのは我々も認識しています。

そこの部分については、事業者さんへ規制要求としてかけていますけども、そういう

ことがないようにきちんと現場との連絡手段ができるようにということでの要求をかけ

ています。

基本的には今どういうことがやられているのかと我々が今認識しているのは、PHS が

基本なんですけども PHS の電源が落ちないようなかたちでバッテリーを強化したりと

かそういうかたちで通信手段の確保、増強を図っているというのを認識していますし、

そのほかの無線のツールについても混信しないようなかたちできちんと管理をするとい

うことで運用を行っていこうということで検討されているというふうには認識をしてお

ります。

◎新野議長

竹内さんが最後でよろしいでしょうか。徳永さん、それとじゃあ手が上がった人はみ

んなやりますね。はい、その３名で。

◎浅賀委員

浅賀です。要望といいますか、感想も含めてですけれども。今日説明をいただいた原

子力災害についての情報伝達ですが、だいたい複合災害になるんではないかという予測

ができます。私ども住民は、体感した地震について大きな地震を体験してそれについて

パニックになっているかと思うので、原子力災害が今までは原子力発電所のことが二の

次になっていたように思います。情報伝達のほうも災害対策本部というのが自然災害の

ほうの対策本部というのがやはり別にできるかと思いますし、そちらのほうはこちらに

して行政機関は気象庁とか消防庁とかそちらのほうになるんじゃないかっていうように

思うんですけれども図式がまた違ってくるのか、そこで優先順位がどうなるのかってい

うこともひとつ不安の要因になります。家が倒壊したり、テレビが見えなかったり、ま

た今ほどいろいろ無線等もありますし、携帯が通じないとかそういう中での情報の得方

とかそういうところまでもできたらお考えいただき、また一歩踏み込んだ情報伝達もお

願いしたいかと思います。以上です。

◎竹内委員
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竹内です。さっきまでしゃべるつもりじゃなかったんですけど、それこそ冒頭に県の

課長さんが来られて謝罪していただいたんで蒸し返すまいなんて思っていたんですが、

今、情報伝達の話しを始めから聞いていて、「なんか頭に入ってこないなあ、なんか全然

はいってこないなあ」と思ったんだけども、やはりヨウ素剤の一連の事件を聞いた時に

私自身はすごく「なんだかなあ。僕もこの会に長い時間を費やして、ない頭をしぼって

ヨウ素剤についてもみんなで議論したと思うんですが、僕らの努力というのはなんだっ

たんだろう、信頼関係って何なんだろう」というところで一連の情報が頭に入ってこな

かったんです。

昨日、若手の経済人の集まりがあってそこでもそういう話題が出たんで、みんなの感

想を聞いてきたんですが、「県からしてみれば柏崎刈羽なんて今のところ二の次なんだ、

政策の二の次なんだ」というような悲観的な話しが多く聞かれました。そういう私、多

感な若者ですけれども、この避難計画そのものは、大衆心理を扱う高度な戦略が必要な

分野だと思っています。そういうところで信頼関係というのがまず第一に立たないと。

私、これを聞いた時に初めは「こうは言っても、たぶん自分は子どもを連れて逃げちゃ

うな、先に逃げちゃうな」と思いました。それこそ前に、金と命とどちらが大切なのか

という話しがありましたけどもそれ以前の問題で、もう少し地域の住民の気持ちを汲ん

だ政策を、政策というかひとつひとつ。今回ひとつだけの事象が、私の個人の心理にこ

れだけ響いてくるとは思わなかったものですから、そのへんは猛省をしていただきたい。

それから話題がずれますけども若者経済人として、「柏崎なんか二の次なんだろう」と

いう言葉というのはすごくいろいろな意味が含まれていて、柏崎市の今の経済の景況感

はこれかなり悪いです。実際、有効求人倍率なんかで見てみると新潟県の平均を大きく

下回っていると、こういわれるんですよね。事実、うちも会社で求人を出していますけ

ど、ひとりも来ないです。若者なんかひとりも来ないです。こういう中で、本当に立地

地域ってなんなのか、もう一度県や国の皆さんに問うていただいて、本当に金も命も非

常に大切なんです。金をくれとは言わないけど、我々がここで持続可能で生きていくた

めに稼ぎ続ける仕組みは非常に大切なんです。こういったことを二の次にしないで最優

先として国のエネルギー政策も関わっていることですので、ぜひ一生懸命取り組んでい

ただきたいと思いました。よろしくお願いします。

◎山崎原子力防災専門官（規制庁）

原子力規制事務所の山崎です。今、竹内委員、また先ほど髙橋委員から福島事故を経

験したら周りの人はすぐに逃げてしまうというお話しがございました。私どもといたし

ましては、パニックを起こされてしまうわけには絶対にいかないというふうには考えて

おります。まずは優先して避難していただく方に安全に優先していただきたいと。実質

的に避難する方々を私どもは止めるというつもりはございませんけれども、少しでも私

どもの情報、発電所さんの情報、そして如何に安全に避難をしていただくかという信頼

感というものにつながるのかも知れませんけれども、信頼感を失っているというのは

重々承知はしておりますが、少しでも私どもの防災の施策が皆さまのお役に立てて少し

でも安全に避難していただけるような環境を私どもはつくっていきたいというふうには

考えているところでございます。決して避難するのを否定するわけではございませんが、

パニックになるのだけは決して避けるような、私どもは避けていただきたいというふう
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には考えているところでございます。

◎徳永委員

徳永です。時間過ぎて申し訳ないです。せっかく新潟県からモニタリングポストにつ

いて回答いただきましたので、少し確認と要望をしておきたいと思います。

無停電装置がすべての場所にあるというのはちょっと意外でした。大変よいことだと

思います。ただ、４７番目に佐渡、その右端の欄が空欄になっていますよね、これがど

うなのかなという疑問があります。これは質問です。

無停電装置は当然長く利用できませんから一番下にもありますが、上のほうにはずら

りと「発電」というふうに、発電機のことだろうと思います。燃料さえあれば延々と情

報を送るわけですからこれもいいことだと思いますし、それぞれ振興局に持っている自

家発電につなぐというのも、これもいいことだなと思い、ぜひ建物に自家発電のあると

ころには「接続」という言葉が入ることを望んでおります。

UPS が切れた後、発電機が動くという考え方でいいですよね。もしでしたら次回の回

答でも結構です。UPS がダウンした後、発電機が自動的にかかって情報を送り続けるん

だろうと思っています。

４７番目の佐渡の固定局が空欄になっているのは何か計画がないのかな、環境省の設

置だから何かまた理由があるのかなという疑問です。回答あとでも結構です。

◎新野議長

髙桑さんの最初の質問にたぶん課長さんの立場でお答えができるかどうかという問題

ですので、またそれをお伝えいただいてもいいのかな。お願いできますか。

◎須貝原子力安全対策課長（新潟県）

では、まず私から原子力政策の全体の課題について、扱っております立場でお答えが

できる範囲でお答えをさせていただきます。

PAZ については、国の災害対策指針の中で個別配布ということが決められております。

その内容というのは、学校ですとか庁舎ですとか、そういったところに備蓄しておいて、

この説明会で医師がいる説明会で個別に住民の方たちに配布をするという内容になって

いたと思います。

これにつきましては、いろんな課題があるということ、つまり具体に配布するにあた

って住民の方も入れ替えがありますし、ということをどうしていくかという問題、そう

いう具体的な現実的に説明会を開いて配るということについては課題があるということ。

それから、責任体制自体をどういうふうにされているのかといったようなこと、個別配

布についてはいろんな課題があるということを県独自で国にも要望していますし、原発

協という立地道県で構成する団体からも国に要望をあげて解決をお願いしているところ

です。

私に今入っている情報の中では、まだ他県で個別配布をしたところはないというふう

に聞いております。間もなく鹿児島の川内
せんだい

がそれをやろうとしているようなところだと

いうことは聞いていますけれどもそのような状況があります。

今日は、知事も記者会見の日でした。ライブで今ホームページでご覧いただけるよう

になっているんですけれども、知事もいろいろご説明には気を使っていましたけれども、

分散備蓄をしても各個人に、個別に配布するというにはいろんな課題があるので、そこ
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のところはヨウ素剤については解決されないとなかなか実効性がないというようなこと

を申しているような状況です。

◎水沢医務薬事課長（新潟県）

はい、私のほうから。今申し上げましたとおり様々な、実際その書かれたことを実行

するということになるといろいろ具体的に検討しなければならないことが出てくるんだ

と思います。そういう部分につきましては、国のほうのお考えなんかも確認させていた

だきながら、そこで実際にやるときの課題というものになりますので、柏崎市さん、刈

羽村さんとも意見交換をさせていただきながら、まずそこの勉強をしなければならない

のかなというふうに現段階では思っているところでございます。

◎髙桑委員

それこそ竹内さんもすごく心配してらっしゃいましたけど、ヨウ素剤は配布されただ

けでは飲めないんですよ、まだ。服用の可能性をきちんと確立してもらってなければど

んなに配布されていてもその場になったときに、配布即服用にはなってないはずなんで

すよね。そこのところを３年経ってもまだ検討事項が多くてというふうな状態というの

はどういうことなんでしょうかと。私は強くそう思います。

今もいつ起こるかわからないわけです。配布がされるのはもちろんすごく重要です、

でも配布されたからよかったという問題ではないんですよ。服用ができなければ何にも

ならないんです。そこのところをしっかり、ダラダラといつまでも長引いて検討事項と

いうんではなくて、本当に即きちんと服用が可能になるような手段を考えていただかな

ければならないと思います。

◎須貝原子力安全対策課長（新潟県）

ひとつ、制度ですとか仕組みに関わることですので、また引き続き国にも要望を続け

ながら私たちなりにできることを検討していきたいと思っています。

◎新野議長

はい。では今日は、本来はみなさんのご意見のお時間がすごく少ないのかなと思って

いたんですけどちょっと時間オーバーですけど、ずいぶんいい意見を発していただいた

と思います。これで今日発言されなかった方が終わりということではないので、次回も

何回かチャンスありますので、まだご発言のない方でお考えのある方は当然おいでなの

で、またメモなどされて次のときにぜひよろしくお願いいたします。

今日はオブザーバーの方を含めてずいぶん時間をオーバーしましたけれど、いい議論

をさせていただきましてありがとうございました。

◎事務局

長時間にわたりありがとうございました。運営委員様につきましては、このまま少し

残っていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。

次回の定例会でありますが、６月４日水曜日になります。午後６時半から開催いたし

ます。運営委員さんには５月２３日金曜日になりますが午後６時３０分にお集まりいた

だくことになっておりますのでよろしくお願いいたします。

以上で第１３１回定例会を終了いたします。大変お疲れさまでございました。


